
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
手
続
的
裁
量
の
価
値

刑
務
所
訴
訟
改
革
法
を
例
に

溜

箭

将

之

は

じ

め

に

一

刑
務
所
訴
訟
改
革
法

二

行
政
的
救
済
要
件

三

裁
判
所
に
よ
る
同
意
判
決
へ
の
制
約

四

弁
護
士
費
用
の
回
収
へ
の
制
約

五

結

論

は

じ

め

に

井
上
治
典
教
授
の
民
事
手
続
論
は
、
裁
判
官
の
手
続
的
裁
量
に
関
し
て
、
重
大
な
問
題
を
提
起
し
、
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
日
本

に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
学
の
動
向
に
疎
い
英
米
法
研
究
者
で
あ
る
私
で
さ
え
、

第
三
の
波
」
と
い
う
旗
印
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
井
上
教
授
の
問
題
提
起
が
、
民
事
訴
訟
法
の
枠
を
超
え
、
法
社
会
学
や
法
哲
学
な
ど
幅
広
い
分
野
か
ら
の
関
心
を
喚
起
す
る
と

い
う
、
長
い
射
程
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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井
上
教
授
の
提
起
さ
れ
た
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
の
、
そ
の
な
か
で
も
、
判
決
に
至
る
ま
で
の
訴
訟
手
続
の
位
置
づ
け
は
、
重

要
な
争
点
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
柔
軟
な
裁
判
手
続
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
一
方
、
制
定
法
や
判
例
法
に
よ
る
一
般
的
法
規

の
規
律
や
生
成
に
対
し
て
む
し
ろ
消
極
的
な
態
度
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
こ
う
い
っ
た
訴
訟
手
続
観
の
背
後
に
あ
る
裁
判
官
の
役
割

に
関
し
て
論
争
を
呼
ば
ず
に
は
す
ま
な
か

1
っ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
手
続
的
裁
量
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
あ
る
立
法
と
こ
れ
に
対
す
る
裁

判
所
の
対
応
を
題
材
と
し
て

え
て
み

2
た
い
。
そ
の
立
法
と
は
、
一
九
九
六
年
に
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
で
成
立
し
た
刑
務
所
訴
訟
改

3
革
法
（
以
下
適
宜
「
改
革
法
」
と
略
称
す
る
）
で
あ
る

同
法
は

裁
判
を
通
じ
た
憲
法
上
の
権
利
の
実
現
と
密
接
に
関
連
す
る
形
で
、

事
実
審
で
あ
る
連
邦
地
裁
に
お
け
る
手
続
に
対
し
立
法
的
統
制
を
試
み
た
。
具
体
的
に
は

同
法
は
刑
務
所
の
収
監
条
件
の
合
法
性
・

合
憲
性
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
手
続
的
要
件
を
加
重
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
訴
訟
で
裁
判
所
が
救
済
を
与
え
る
際
の
権
限
を
限
定
し

た
以
下
、
一
に
お
い
て
、
改
革
法
を
そ
の
立
法
過
程
か
ら
成
立
後
の
効
果
ま
で
概
観
す
る
。
改
革
法
は
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
や
判
例

法
上
の
手
続
的
一
般
準
則
に
対
し
、
囚
人
に
よ
っ
て
堤
起
さ
れ
た
訴
訟
に
関
し
て

手
続
及
び
救
済
に
変
更
を
加
え
た
特
別
法
で
あ

る
。
同
法
の
規
定
は
、
囚
人
に
よ
る
連
邦
裁
判
所
へ
の
提
訴
に
手
続
的
要
件
を
課
す
も
の
か
ら
、
連
邦
地
裁
で
の
差
止
命
令
に
よ
る
救

済
の
早
期
終
了
を
求
め
る
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
、
中
に
は
制
定
当
初
か
ら
憲
法
上
の
疑
義
の
提
起
さ
れ
た
条
項
も
含
ま
れ
た
。
こ

う
い
っ
た
立
法
の
動
き
は

裏
を
返
す
と
、
こ
れ
ま
で
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
の
裁
量
が
、
そ
の
評
価
こ
そ
分
か
れ
る
も
の
の
、
大
き
な

影
響
力
を
持
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
に
お
い
て
は
、
改
革
法
の
諸
規
定
か
ら
三
つ
の
条
項
を
選
び
、
こ
れ
に
対
す
る
判
例
法
上
の
解
釈
及
び
事
実
審
裁
判
所
の

判
断
の
集
積
を
分
析
す
る
。
い
ず
れ
の
規
定
に
お
い
て
も
、
連
邦
最
高
裁
や
多
く
の
連
邦
上
訴
裁
が
、
事
実
審
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス

や
そ
こ
で
の
裁
判
官
の
裁
量
を
制
約
し
よ
う
と
す
る
議
会
の
意
図
を
広
く
解
釈
論
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
下
級
審
で
の
諸
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判
決
は
、
上
級
審
や
議
会
の
示
す
方
向
性
を
問
題
視
し
、
逆
に
事
実
審
レ
ベ
ル
の
具
体
的
判
断
に
お
け
る
必
要
性
や
問
題
意
識
を
反
映

す
る
制
定
法
・
判
例
解
釈
を
示
す
。
こ
こ
で
の
上
級
審
の
強
硬
な
姿
勢
と
、
下
級
審
の
個
別
的
判
断
の
対
立
は
、
事
実
審
裁
判
所
の
も

つ
手
続
的
柔
軟
性
が
権
力
性
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

五
に
お
い
て
、
本
稿
を
総
括
す
る
。
予
め
端
的
に
結
論
を
示
す
と
、
改
革
法
を
巡
る
解
釈
論
争
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
事
実

審
裁
判
所
で
の
手
続
的
柔
軟
性
の
消
長
が
、
基
本
的
人
権
の
実
現
の
行
方
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
立
法
府

や
上
級
審
裁
判
所
が
こ
の
点
に
強
い
関
心
を
示
す
一
方
で
、
事
実
審
の
側
で
も
自
ら
の
手
続
的
柔
軟
性
を
確
保
す
る
自
律
的
な
解
釈
論

を
展
開
す
る
。
た
だ
し
、
事
実
審
の
手
続
的
柔
軟
性
を
め
ぐ
る
綱
引
き
は
、
制
定
法
や
判
例
法
の
解
釈
を
厳
し
く
争
う
、
極
め
て
法
的

な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
飛
躍
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
以
下
で
観
察
す
る
法
解
釈
上
の
争
い
は
、
基
本
的
人
権
の
実
現
を
巡
る
、
司
法
府

内
で
の
下
級
の
権
力
と
上
位
の
権
力
と
の
間
で
の
抑
制
と

衡
の
過
程
だ
と
表
現
で
き
る
。

1

こ
こ
で
は
、
井
上
教
授
の
代
表
的
な
論
稿
を
集
め
た
も
の
と
し
て
井
上
治
典
『
民
事
手
続
論
』

一
九
九
七

、
こ
と
に
同
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
同
二
九
頁

〔
初
出：

法
学
教
室
二
八
巻
四
一
頁
・
二
九
巻
一
九
頁
（
一
九
八
三

〕
を
挙
げ
る
に
留
め
る
。
こ
れ
に
対
す
る
主
な
応
答
と
し
て
、
高
橋
宏
志
「
紛
争
と
訴
訟
の
機
能
」

『
岩
波
講
座
・
社
会
科
学
の
方
法
Ⅵ

社
会
変
動
の
中
の
法
』
一
九
頁

一
九
九
七

；

田
中
成
明
『
現
代
社
会
と
裁
判

民
事
訴
訟
の
位
置
と
役
割
』
六
〇
頁
（
一

九
九
六

；

加
藤
新
太
郎
「『
第
三
の
波
』
説
と
の
対
話
」『
手
続
裁
量
論
』
一
一
〇
頁
（
一
九
九
六

。

2

こ
の
問
題
に
は
、
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
事
実
審
裁
判
所
の
研
究
』

二
〇
〇
六
・
予
定
）
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
私
が
東
京
大
学
に
助
手
論
文
と

し
て
提
出
し
た
論
文
を
も
と
に
し
て
い
る

本
稿
は

全
体
の
論
旨
か
ら
若
干
外
れ
る
た
め
公
刊
に
際
し
て
論
文
か
ら
削
除
し
た
部
分
に
、
新
た
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ

る
。

3

P
riso

n L
itig

a
tio
n R

efo
rm
 
A
ct

P
L
R
A

o
f 1995,

P
u
b
.
L
.
N
o
.
104

134,
801

810,
110 S

ta
t.
1321,

1321
66 to

77
co
d
ified a

t 11 U
.S
.C
.

523;
18 U

.S
.C
.

3624,
3626;

28 U
.S
.C
.

1346,
1915,

1915A
;
42 U

.S
.C
.

1997
1997h

.

アメリカの裁判における裁判官の手続的裁量の価値（溜箭将之)
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一

刑
務
所
訴
訟
改
革
法

刑
務
所
訴
訟
改
革
法
が
対
象
と
す
る
の
は
、
囚
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
刑
務
所
の
収
監
条
件
を
争
う
民
事
訴
訟
、
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
で

4
あ
る
。
囚
人
は
通
常
、42 U

.S
.C
.

1983

と
い
う
連
邦
制
定
法
に
基
づ
き

こ
の
た
め
一
九
八
三
条
訴
訟
と
略
称
さ
れ
る

、
残
虐
か
つ
異
常
な
刑
罰
を
禁
止
す
る
連
邦
憲
法
第
八
修
正
や
、
そ
の
他
の
連
邦
憲
法
や
連
邦
法
上
の
権
利
侵
害
を
主
張
す
る
。

こ
う
い
っ
た
訴
訟
は
、
一
九
六
〇
年
代
頃
か
ら
、
市
民
的
権
利
の
運
動
の
高
ま
り
と
呼
応
し
て
、
次
第
に
増
加
し
た
。
連
邦
裁
判
所

も
、
こ
う
い
っ
た
訴
え
に
対
応
し
、
多
く
の
州
で
、
収
監
施
設
の
構
造
的
条
件
や
政
策
面
の
憲
法
違
反
を
認
定
す
る
と
と
も
に
、
改
善

策
の
策
定
・
実
施
を
命
じ
る
い
わ
ゆ
る
公
共
訴
訟
に
よ
り
、
刑
務
所
の
収
監
条
件
改
善
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
刑
務
所
訴
訟

改
革
法
の
制
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
囚
人
の
提
起
す
る
訴
訟
の
爆
発
的
増
大
と
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
る
収
監
条
件
改
革
の
長
期
化
へ
の

州
レ
ベ
ル
で
の
反
発
の
高
ま
り
が
あ

5
っ
た
。
ま
ず
そ
の
立
法
過
程
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

立

法

過

程

刑
務
所
の
収
監
条
件
を
争
う
訴
訟
に
連
邦
議
会
が
対
処
を
試
み
た
の
は
、
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
が
最
初
で
は
な
い
。
連
邦
議
会
は
一

九
八
〇
年
、
被
収
監
者
の
市
民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
た
（
以
下
「
一
九
八
〇
年
法
」
と
略
称

6
す
る

。
同
法
は
、
連
邦
司
法

省
に
刑
務
所
の
収
監
条
件
に
関
す
る
訴
訟
を
提
起
し
、
ま
た
こ
れ
に
参
加
す
る
権
限
を
与
え
る
と
と
も
に
、
州
に
よ
る
囚
人
の
苦
情
処

理
制
度
に
対
し
て
、
連
邦
司
法
長
官
や
連
邦
裁
判
所
が
妥
当
性
を
判
断
す
る
手
続
を
設
け
た
。
し
か
し
同
法
の
下
で
、
連
邦
政
府
が
囚

人
に
よ
る
訴
訟
に
関
与
す
る
場
面
は
、
結
果
的
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
前
後
し
て
、
囚
人
の
提
起
す
る
訴
訟
は
、
全
米
の
囚
人
の
数
の
増
加
に
対
応
し
て
爆
発
的
に
増
加
し
た
。
一
九
八
〇
｜
九
〇

年
代
の
連
邦
議
会
で
も
、
不
法
行
為
訴
訟
の
改
革
や
、
法
と
秩
序
を
求
め
る
保
守
系
の
運
動
と
と
も
に
、
囚
人
に
よ
る
訴
訟
に
対
す
る
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態
度
は
否
定
的
に
な
っ
て
き
た
。
囚
人
に
よ
る
訴
訟
は
到
底
勝
ち
目
の
な
いfriv

o
lo
u
s

も
の
が
大
多
数
だ
と
の
認
識
も
広
が
り
、
そ

の
抑
制
を
目
指
す
立
法
活
動
は
次
第
に
支
持
を
獲
得
し
た
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
に
対
す
る
救
済
や
訴
訟
活
動
で
多
く
の
負
担
を

被
っ
て
き
た
、
多
く
の
州
の
司
法
長
官
は
、
こ
の
政
策
を
強
く
支
持
し
て
き
た
。

一
九
九
四
年
の
連
邦
議
会
中
間
選
挙
に
お
い
て
共
和
党
は
、

ア
メ
リ
カ
と
の
契
約
」
な
る
公
約
集
を
発
表
し
て
選
挙
戦
に
臨
ん
だ
。

こ
れ
に
は
、

我
ら
が
街
を
取
り
返
す
法T

a
k
in
g B

a
ck O

u
r S
treet A

ct

」
と
題
さ
れ
た
、
包
括
的
な
犯
罪
対
策
案
が
盛
り
こ
ま
れ

た
。
そ
こ
に
は
、

囚
人
の
訴
訟
濫
用
を
食
い
止
め
る
」
具
体
的
な
立
法
提
案
と
し
て
、
後
に
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
に
規
定
さ
れ
る
内

容
が
既
に
提
示
さ
れ
て

7
い
た
。
こ
の
選
挙
戦
で
共
和
党
は
上
下
両
院
で
劇
的
な
勝
利
を
収
め
た
。
中
間
選
挙
に
お
い
て
全
国
の
議
員
候

補
が
統
一
の
公
約
集
に
賛
成
・
署
名
し
、
そ
し
て
少
数
党
か
ら
多
数
党
に
上
昇
す
る
、
と
い
う
事
態
は
、
政
策
的
・
組
織
的
規
律
の
弱

い
ア
メ
リ
カ
の
政
党
政
治
の
歴
史
の
中
で
、
異
例
だ
と
評
さ
れ
て

8
い
る
。

九
四
年
か
ら
の
二
年
間
、
共
和
党
議
会
と
民
主
党
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
激
し
く
対
立
し
た
。
そ
の
中
で
、
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
案

は
何
度
か
議
会
に
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
民
主
党
の
有
力
上
院
議
員
の
反
対
も
あ
り
、
単
体
の
立
法
と
し
て
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
共
和
党
は
、
こ
の
法
案
を
一
九
九
六
年
度
予
算
案
（
一
九
九
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
九
六
年
一
〇
月
一
日
ま
で
）
と
抱
き
合
わ

せ
、
い
わ
ば
予
算
案
を
人
質
に
す
る
策
に

9
出
た
。
こ
の
予
算
案
を
巡
っ
て
は
、
議
会
と
大
統
領
が
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
成
立

は
、
大
統
領
に
よ
る
拒
否
権
の
行
使
も
あ
り
、
九
六
年
四
月
二
六
日
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
。
こ
の
間
、
一
三
回
の
臨
時
財
政
支
出
立
法
が

な
さ
れ
た
も
の
の
、
連
邦
政
府
は
二
度
に
わ
た
り
機
能
停
止
に
陥
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
政
治
的
対
立
に
埋
も
れ
、
囚
人
の
権
利
は
立
法

過
程
で
の
討
論
の
焦
点
か
ら
外
れ
、
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
も
な
か

10
っ
た
。

刑
務
所
訴
訟
改
革
法
の
立
法
過
程
で
は
、
二
つ
の
立
法
目
的
が
強
調
さ
れ
た
。
第
一
は
、
囚
人
に
よ
る
無
意
味
な
訴
訟
の
乱
発
を
抑

制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
案
を
提
出
し
た
共
和
党
の
上
院
議
員
は
、
同
法
案
を
、

州
・
連
邦
の
囚
人
の
起
こ
す
無
意
味
な
訴
訟
が
爆

発
的
に
増
大
し
た
と
い
う
懸
念
す
べ
き
事
態

に
対
す
る
対
応
策
だ
、
と
説
明

11
し
た
。
第
二
に
強
調
さ
れ
た
の
は
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
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る
連
邦
・
州
・
地
方
公
共
団
体
の
刑
務
所
・
拘
置
所
の
運
営
へ
の
微
細
に
至
る
介
入
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
立
法
過
程
で
は
、

法
案
提
出
議
員
が
自
ら
の
選
出
さ
れ
た
州
に
お
け
る
刑
務
所
改
革
訴
訟
を
引
き
合
い
に
だ
し
、
そ
こ
で
の
連
邦
地
裁
裁
判
官
の
「
リ
ベ

ラ
ル
な
司
法
積
極
主
義
」
に
非
難
を
浴
び

12
せ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
民
主
党
の
議
員
は
、
法
案
の
不
当
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
憲
法
上
の
疑
義
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
、
改
革
法

案
は
、
囚
人
の
連
邦
憲
法
及
び
連
邦
法
上
の
権
利
の
実
現
を
妨
げ
る
ば
か
り
で
な
く
、
連
邦
裁
判
所
の
権
限
を
不
当
に
奪
う
こ
と
に
な

る
。
改
革
法
案
に
関
し
て
、
立
法
過
程
で
た
だ
一
度
だ
け
開
か
れ
た
司
法
委
員
会
で
の
公
聴
会
に
お
い
て
は
、
連
邦
司
法
省
の
司
法
次

官
補
も
同
様
の
懸
念
を
表
明
し
て

13
い
た
。

改
革
法
の
規
定
の
概
観

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
、
一
九
九
六
年
に
成
立
し
た
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
の
規
定
は
、
立
法
目
的
に
対
応
し
て
二
つ
に
分
類

で
き
る
。
第
一
が
、
勝
ち
目
の
到
底
な
い
訴
訟
提
起
を
中
心
に
、
囚
人
に
よ
る
訴
訟
の
全
体
数
を
抑
制
す
る
目
的
に
対
応
し
、
囚
人
個

人
に
よ
る
訴
え
を
対
象
と
し
た
以
下
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

⑴

司
法
救
助
の
対
象
と
な
る
無
資
力
の
囚
人
原
告
に
対
し
て
も
、
裁
判
所
に
対
す
る
手
数
料
の
割
賦
支
払
い
を
義
務
づ
け
る

14
規
定

⑵

連
邦
裁
判
所
に
対
し
訴
状
の
予
備
的
審
査
を
行
い
、
嫌
が
ら
せ
や
悪
意
に
基
づ
く
請
求
、
訴
訟
原
因
を
欠
く
請
求
や
、
免
責

さ
れ
る
被
告
に
対
す
る
金
銭
賠
償
請
求
を
職
権
で
棄
却
す
る
よ
う
求
め
る

15
規
定

⑶

物
理
的
法
益
侵
害
の
立
証
を
伴
わ
な
い
精
神
的
侵
害
の
請
求
を
禁
ず
る

16
規
定

⑷

嫌
が
ら
せ
、
悪
意
に
基
づ
く
、
ま
た
は
訴
訟
原
因
を
欠
く
と
い
う
理
由
で
三
度
以
上
訴
え
や
上
訴
を
棄
却
さ
れ
た
囚
人
に
、

重
大
な
身
体
的
傷
害
を
負
う
危
険
が
差
し
迫
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
司
法
救
助
を
禁
ず
る

17
規
定
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⑸

弁
護
士
費
用
の
回
収
に
対
す
る

18
制
限

⑹

原
告
囚
人
が
尽
く
せ
る
限
り
の
行
政
上
の
救
済
を
尽
く
さ
な
い
限
り
連
邦
法
に
基
づ
く
刑
務
所
の
収
監
条
件
に
関
す
る
訴
訟

の
提
起
を
禁
ず
る

19
条
項

他
方
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
る
刑
務
所
の
問
題
へ
の
介
入
を
抑
制
す
る
と
い
う
第
二
の
目
的
に
対
応
し
て
、
連
邦
地
裁
に
よ
る
救
済
を

制
限
す
る
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

⑺

刑
務
所
の
収
監
条
件
を
争
う
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
が
下
す
こ
と
の
で
き
る
、
将
来
へ
向
け
て
の
救
済
を
制
約
す
る

20
規
定

⑻

裁
判
所
に
よ
る
将
来
的
救
済
の
終
結
を
定
め
る
規
定：

連
邦
法
上
の
権
利
に
対
す
る
現
在
継
続
中
の
侵
害
の
救
済
に
必
要
で

あ
り
、
侵
害
の
是
正
に
必
要
な
限
度
を
超
え
ず
、
最
も
限
定
的
に
策
定
さ
れ
、
か
つ
侵
害
の
是
正
に
最
も
干
渉
の
小
さ
い
手

段
で
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
被
告
又
は
訴
訟
参
加
人
の
申
立
に
対
し
て
救
済
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な

21

ら
な
い
。

⑼

同
様
の
必
要
性
の
事
実
認
定
の
な
さ
れ
な
い
限
り
、
暫
定
的
差
止
命
令
を
九
〇
日
を
も
っ
て
満
了
す
る
と
す
る

22
規
定

⑽

救
済
の
実
現
に
当
た
る
特
別
補
助
裁
判
官
の
任
命
・
報
酬
・
権
能
に
つ
い
て
の
制
限
、
そ
の
中
立
性
を
争
う
中
間
上
訴
を
定

め
る

23
規
定

改
革
法
の
効
果

刑
務
所
訴
訟
改
革
法
が
囚
人
の
起
こ
す
訴
訟
に
も
た
ら
し
た
効
果
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
統
計
的
調
査
が
な
さ
れ
て

24
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
改
革
法
の
施
行
後
、
囚
人
の
起
こ
す
訴
訟
は
目
に
見
え
て
減
少

25
し
た
。
各
州
の
司
法
長
官
や
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
に
対

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
囚
人
に
よ
る
訴
訟
に
関
連
す
る
仕
事
量
が
減
少
し
た
と
の
回
答
が
多
数
を
占

26
め
た
。
こ
の
期
間
中
、
囚
人
の

数
は
一
貫
し
て
増
加
し
て
い
る
の
で
、
囚
人
に
よ
る
訴
訟
の
数
を
制
約
す
る
と
い
う
改
革
法
の
立
法
目
的
は
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
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し
か
し
、
重
大
な
憲
法
上
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
訴
え
も
が
阻
止
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
改
革
法
に
対
す
る
懸
念
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
調
査
は
明
確
な
結
論
を
示
さ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
同
意
判
決
を
終
了
さ
せ
る
規
定
の
下
、
同
意
判
決
が
終
了
に
追

い
込
ま
れ
る
例
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
囚
人
に
よ
る
訴
訟
に
お
け
る
特
別
補
助
裁
判
官
の
活
用
も
見
ら
れ
な
く
な

27
っ
た
。
改
革
法
が
囚

人
の
提
起
す
る
訴
訟
の
実
態
に
与
え
た
影
響
を
理
解
す
る
に
は
、
個
別
の
訴
訟
を
よ
り
深
く
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ

28
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
過
大
な
抑
止
効
果
へ
の
懸
念
は
、
各
地
の
下
級
審
裁
判
所
に
お
い
て
改
革
法
の
各
条
項
の
合
憲
性
や
解
釈
適
用
を
争
う

訴
訟
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の
過
程
で
は
、
少
な
か
ら
ぬ
下
級
審
判
決
に
お
い
て
、
改
革
法
の
諸
条
項
に
対
し
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
、

あ
る
い
は
合
憲
限
定
解
釈
が
施
さ

29
れ
た
。
改
革
法
の
曖
昧
な
規
定
も
あ
い
ま
っ
て
、
下
級
審
に
お
け
る
解
釈
の
ば
ら
つ
き
は
大
き
く
、

争
点
に
よ
っ
て
は
制
定
か
ら
一
〇
年
以
上
を
経
た
今
日
に
お
い
て
も
、
解
釈
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
改
革
法
の
制
定
以
降
、
連
邦
最

高
裁
や
多
く
の
連
邦
上
訴
裁
は
、
改
革
法
の
合
憲
性
を
維
持
し
立
法
意
思
を
尊
重
す
る
立
場
を
維
持
し
て

30
い
る
。
し
か
し
、
下
級
審
で

は
同
法
を
厳
格
に
解
釈
す
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
連
邦
最
高
裁
の
判
例
の
射
程
を
も
限
定
す
る
動
き
も
見
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
下
級
審

で
改
革
法
の
解
釈
の
対
立
が
解
消
さ
れ
な
い
背
景
に
は
、
連
邦
議
会
の
制
定
法
や
上
級
審
の
判
例
の
弊
害
や
危
険
性
に
対
す
る
否
定
的

評
価
が
あ
る
と
い

31
え
る
。

第
一
審
の
連
邦
地
裁
は
、
囚
人
の
提
起
す
る
大
量
の
訴
訟
が
第
一
に
係
属
す
る
場
で
あ
り
、
改
革
法
は
そ
こ
へ
の
囚
人
の
ア
ク
セ
ス

と
裁
判
官
の
裁
量
に
統
制
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
連
邦
地
裁
は
同
時
に
、
議
会
制
定
法
や
上
級
審
の
判
例
法
の
も
つ
効
果
・
弊
害

が
直
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
具
体
的
事
件
の
判
断
に
伴
う
必
要
性
や
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
議
会
の
立
法
意

思
や
上
訴
審
の
判
例
の
態
度
か
ら
一
定
の
自
律
性
を
持
っ
た
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
改
革
法
の
中
か
ら
三
つ
の
条
項
を
取
り

上
げ
、
そ
れ
を
解
釈
し
た
連
邦
裁
判
所
の
判
例
法
理
の
展
開
を
追
う
。
改
革
法
に
関
し
て
は

囚
人
の
権
利
の
消
長
に
お
の
ず
と
関
心

が
集
中
す
る

し
か
し

こ
れ
を
判
例
法
理
の
全
体
像
の
縦
糸
だ
と
す
る
と
、
本
稿
が
焦
点
を
あ
て
る
の
は

そ
の
横
糸
で
あ
る
第
一

審
裁
判
所
の
自
律
性
の
消
長
と
そ
れ
が
司
法
府
内
で
持
つ
意
義
に

32
な
る
。
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4

改
革
法
は
、
適
用
対
象
に
つ
い
て
個
々
の
条
項
に
お
い
て
、
訴
訟
類
型
を
「
刑
務
所
の
収
監
条
件
に
関
す
る
す
べ
て
の
民
事
訴
訟a

n
y
 
civ

il
 
a
ctio

n
 
w
ith

 
resp

ect to p
riso

n co
n
d
itio

n
s

」

e.g.
P
L
R
A

802,
18 U

.S
.C
.
3626

a
1

）
と
し
た
り
、
原
告
を
「
拘
置
所
、
刑
務
所
、
又
は
そ
の
他
の
矯
正
施
設
に
収
監

さ
れ
た
囚
人a p

riso
n
er co

n
fin
ed in a

n
y ja

il,
p
riso

n
,
o
r o
th
er co

rrectio
n
a
l fa

cility

」

e.g.
P
L
R
A

803
d
,
42 U

.S
.C
.
1997e

a

）
と
規
定
し
た

り
し
て
い
る
が
、
特
段
の
定
義
規
定
は
設
け
て
い
な
い
。

5

S
ee e.g.,

S
u
sa
n N

.
H
erm

a
n
,
S
lash

in
g an

d B
u
rn
in
g P

rison
ers’

R
igh

ts:
C
on
gress an

d th
e S
u
prem

e C
ou
rt in D

ialogu
e
,77 O

R
.L
.R
E
V
.1229

1998
.

6

C
iv
il R

ig
h
ts o

f In
stitu

tio
n
a
lized P

erso
n
s A

ct
C
R
IP
A

o
f 1980,

P
u
b
.
L
.
N
o
.96

247,
94 S

ta
t.
349,

co
d
ified a

t 42 U
.S
.C
.
1997e

S
u
p
p
.

IV
 
1980

a
m
en
d
ed 1996

.

7

C
o
n
tra

ct w
ith A

m
erica

.
available at,

h
ttp
: //w

w
w
.h
o
u
se.g

o
v
/h
o
u
se /C

o
n
tra

ct /C
O
N
T
R
A
C
T
.h
tm
l

第
七
編
に
は
以
下
の
具
体
的
施
策
が
示
さ
れ
て
い
る
。
囚
人
が
訴
訟
を
提
起
す
る
際
の
要
件
と
し
て
、
行
政
的
手
続
を
尽
く
す
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
（
七
〇
一

条

；

嫌
が
ら
せ
の
訴
訟
に
対
し
不
利
益
を
課
す
こ
と
（
七
〇
二
条

；

司
法
長
官
の
発
す
る
刑
務
所
で
の
紛
争
解
決
制
度
の
最
低
限
度
の
水
準
に
お
い
て
囚
人
の
意
見
の

反
映
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
を
削
除
す
る
こ
と
（
七
〇
三
条

；

司
法
救
助
（in

 
fo
rm
a
 
p
a
u
p
eris:

無
資
力
の
訴
訟
当
事
者
に
対
す
る
訴
訟
費
用
の
補

助
）
の
制
限
（
七
〇
四
条

。

8

阿
部
齋
・
他
『
北
ア
メ
リ
カ
』
三
六
四
｜
六
五
頁
（
久
保
文
明
執
筆
）

一
九
九
九

。

9

こ
の
政
治
的
戦
略
を
非
難
し
た
も
の
と
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
ー
上
院
議
員
の
上
院
本
会
議
に
お
け
る
発
言141 C

o
n
g
.
R
ec.

S 2,296
1996

sta
tem

en
t o
f S
en
.

K
en
n
ed
y

を
参
照
。

10

A
n
th
o
n
y L

ew
is,
A
broad

 
at H

om
e:

R
u
n
n
in
g from

 
th
e L

aw
,
N
.Y
.
T
IM
E
S,
O
ct.

21,
1996,

a
t A

17.

立
法
過
程
で
は
、
一
九
九
五
年
七
月
二
七
日
に

上
院
司
法
委
員
会
で
一
度
公
聴
会
が
開
か
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

11

141 C
o
n
g
.
R
ec.

S
14,413

1995
sta

tem
en
t o
f S
en
.
D
o
le
.

12

S
ee,

e.g.,
141 C

o
n
g
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R
ec.

S
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S
ta
tem

en
t o
f S
en
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A
b
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m
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.

取
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れ
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判
決
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し
て
、H

a
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.
R
eev
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761 F

.
S
u
p
p
.
382

E
.D
.
P
en
n
.
1991

州
刑
務
所
の
収
容
人
員
超
過
状
態
が
第
八
修
正
違
反
と
さ
れ
、
一
定
の
人
数
を
超
え
た
囚
人
の
釈
放
が
命
ぜ
ら
れ
た：

判
決
を
著
し
たS

h
a
p
iro

裁
判
官
の
苦
労
を
讃
え
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同
僚
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方
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手
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し
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o
u
is H

.
P
o
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D
ed
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N
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evy S

h
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A
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;
U
n
ited

 
S
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M
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a
n
,
680 F

.
S
u
p
p
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W
.D
.
M
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.
1987

.

13

S
ee
,
141 C

o
n
g
.
R
ec.

S
2,297

99
1996

sta
tem

en
t o
f S
en
.
S
im
o
n

citin
g A

sso
cia

te U
.S
.
A
tto
rn
ey G

en
era

l Jo
h
n S

ch
m
id
t’s T

estim
o
n
y

 
b
efo

re th
e S

en
a
te Ju

d
icia

ry C
o
m
m
ittee o

n Ju
ly 27,

1995.

14

P
L
R
A

804;
28 U

.S
.C
.
1915

b
1

2
.

15

P
L
R
A

805;
28 U

.S
.C
.
1915

e
2
.

16

P
L
R
A

806;
42 U

.S
.C
.
1997e

e
.
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17

P
L
R
A

804,
28 U

.S
.C
.
1915

g
.

18

P
L
R
A

803,
42 U

.S
.C
.
1997e

d
.

19
P
L
R
A

803
d
;
42 U

.S
.C
.
1997e

a
.

20
P
L
R
A

802;
18 U

.S
.C
.
3626

a
1
.

将
来
に
向
け
て
の
救
済p

ro
sp
ectiv

e relief

」
は
、

金
銭
的
塡
補
賠
償
を
除
く
す
べ
て
の
救
済
」
と
定
義
さ
れ
て

い
る
。18 U

.S
.C
.
3626

g
7
.

21

18 U
.S
.C
.
3626

b
2

3
.

22

Id
.

3626
a

2
.

23

Id
.

3626
f
.

24

M
a
rg
o S

ch
la
n
g
er,

In
m
ate L

itigation
,
116 H

A
R
V
.
L
.
R
E
V
.
1555

2003
;
B
ria
n J.

O
stro

m
 
et a

l.,
C
on
gress,

C
ou
rts an

d
 
C
orrection

s:
A
n

 
E
m
pirical P

erspective on
 
th
e P

rison
 
L
itigation

 
R
eform

 
A
ct,

78 N
O
T
R
E
D
A
M
E L

.
R
E
V
.
1525

2003
;
C
h
risto

p
h
er E

.
S
m
ith

&
C
h
risto

p
h
er E

.

N
elso

n
,
P
erception

s of
 
th
e C

on
sequ

en
ces of

 
th
e P

rison
 
L
itigation

 
R
eform

 
A
ct:

A
 
C
om
parison

 
of
 
S
tate A

ttorn
eys G

en
eral an

d
 
F
ed
eral

 
D
istrict Ju

d
ges,

23 JU
ST
.
S
Y
S.
J.
295

2002
.

25

一
九
九
五
年
、
囚
人
は
三
九
、〇
〇
八
件
の
市
民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
訴
訟
を
提
起
し
、
こ
れ
は
一
、〇
〇
〇
人
の
囚
人
あ
た
り
二
四
・
六
件
の
訴
訟
が

提
起
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
二
〇
〇
一
年
、
囚
人
に
よ
る
同
種
の
訴
訟
は
二
二
、二
〇
六
件
ま
で
減
少
し
、
一
、〇
〇
〇
人
あ
た
り
の
訴
訟
の
数
も
一
一
・
四
件
ま
で
下
落

し
た
。S

ch
la
n
g
er,

In
m
ate L

itigation
,
su
pra n

o
te 24,

a
t 1583.

S
ee also

,
O
stro

m
,
su
pra n

o
te 24,

a
t 1541

54.

26

S
m
ith

&
N
elso

n
,
su
pra n

o
te 24,

a
t 299.

27

S
m
ith

&
N
elso

n
,
su
pra n

o
te 24,

a
t 304.

28

O
lstro

m
,
su
pra n

o
te 24,

a
t 1560.

29

た
だ
し
、
一
九
九
九
年
に
行
わ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
の
中
で
も
、
改
革
法
が
司
法
権
へ
の
不
当
な
介
入
だ
と
す
る
見
解
は
さ
ほ

ど
多
く
な
い
（
一
四
・
七
％

。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
地
裁
の
裁
判
官
が
改
革
法
を
無
視
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
印
象
を
抱
く
州
の
司
法
長
官
も
、
一
定
数
い
る
（
三
一
・

〇
％

。S
m
ith

&
N
elso

n
,
su
pra n

o
te 24,

a
t 306,

309
10.

30

当
時
の
連
邦
最
高
裁
長
官R

eh
n
q
u
ist

は
、
裁
判
外
の
演
説
に
お
い
て
、
改
革
法
の
裁
判
所
へ
の
負
担
軽
減
へ
の
貢
献
を
強
調
し
て
い
る
。S

ee
,
W
illia

m
 
H
.

R
eh
n
q
u
ist,

S
olu

ble P
roblem

s for th
e F

ed
eral Ju

d
iciary:

C
u
rtailin

g th
e E

xpan
sion

 
of F

ed
eral Ju

d
iciary an

d
 
O
th
er
 
M
atters,

35 C
T
.
R
E
V
.
4,

7 n
.5

1998
,
available at h

ttp
: //a

ja
.n
csc.d

n
i.u
s /co

u
rtrv

/cr35
3 /C

R
35

3R
eh
n
q
u
ist.p

d
f
la
st v

isited
,
D
ec.

23,
2005

.

31

S
ee
,
M
a
rk
 
T
u
sh
n
et
&
L
a
rry Y

a
ck
le,

S
ym
bolic S

tatu
tes an

d
 
R
eal L

aw
s:
T
h
e P

ath
ologies of

 
th
e A

n
titerrorism

 
an
d
 
E
ffective D

eath
 

P
en
alty A

ct an
d
 
th
e P

rison
 
L
itigation

 
R
eform

 
A
ct,

47 D
U
K
E L

.J.
1,
56

1997
.
T
u
sh
n
et

ら
は
、
改
革
法
の
病
理
は
裁
判
所
に
お
け
る
同
法
に
対
す
る

違
憲
判
決
や
厳
格
な
解
釈
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
の
見
通
し
を
示
し
た
。
連
邦
最
高
裁
や
多
く
の
連
邦
上
訴
裁
の
判
例
を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
楽
観
的
に
過
ぎ

た
。
し
か
し
、
連
邦
地
裁
や
そ
こ
で
の
観
点
を
広
く
汲
む
連
邦
上
訴
裁
の
判
断
の
中
に
は
、
こ
の
見
通
し
が
的
を
得
て
い
る
側
面
が
見
出
さ
れ
る
。
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32

一
九
九
六
年
大
統
領
選
挙
で
再
選
さ
れ
た
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
で
は
、
連
邦
司
法
省
が
改
革
法
の
執
行
に
慎
重
な
立
場
を
と
り
、
連
邦
議
会
か
ら
批
判
の
声
が
上

が
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
司
法
府
で
の
法
解
釈
に
及
ぼ
し
た
影
響
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
十
分
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

二

行
政
的
救
済
要
件

最
初
に
観
察
す
る
の
は
、
囚
人
に
よ
る
訴
訟
提
起
の
際
に
、
州
の
行
政
的
救
済
手
続
を
尽
く
す
よ
う
求
め
る
規
定
で

33
あ
る
。
こ
の
規

定
は
、
囚
人
の
訴
訟
提
起
に
先
立
ち
、
州
政
府
に
自
ら
設
け
た
手
続
を
通
じ
た
紛
争
解
決
の
機
会
を
与
え
、
行
政
に
よ
る
自
律
的
紛
争

解
決
を
促
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
裏
を
返
す
と
、
囚
人
原
告
に
よ
る
連
邦
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
手
続
的
障
碍
を
設
け
る
こ
と

で
も
あ
る

改
革
法
の
規
定
に
よ
り
、
連
邦
裁
判
所
が
州
政
府
の
持
つ
行
政
的
救
済
手
続
の
公
正
性
や
実
効
性
を
問
題
に
し
に
く
い
こ

と
か
ら
も
、
こ
の
条
項
の
弊
害
が
懸
念
さ
れ
た
。

以
下
で
は
、
こ
う
い
っ
た
規
定
の
問
題
性
が
下
級
審
の
解
釈
レ
ベ
ル
で
争
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
規
定
を
厳
格
に
解
釈
す
る
動
き
が
生
じ

る
過
程
を
観
察
す
る
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
規
定
を
広
く
解
釈
す
る
姿
勢
を
一
貫
し
て
保
持
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

下
級
審
の
中
に
は
連
邦
最
高
裁
の
判
例
に
対
し
て
も
厳
格
な
解
釈
を
施
し
、
実
質
的
な
手
続
的
公
正
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
動
き
が

残
る
。

条
文
と
そ
の
意
義

刑
務
所
訴
訟
改
革
法
は
一
九
八
三
条
訴
訟
の
囚
人
原
告
に
対
し
、
訴
訟
に
先
立
ち
州
法
上
の
行
政
的
救
済
を
尽
く
す
こ
と
を
要
求
し

て
い
る
。

行
政
上
の
救
済
の
適
用
。
拘
置
所
・
刑
務
所
そ
の
他
の
矯
正
施
設
に
収
監
さ
れ
た
囚
人
に
よ
る
〔
一
九
八
三
条
〕
そ
の
他
の
連
邦

法
に
基
づ
く
刑
務
所
の
収
監
条
件
に
関
す
る
訴
え
は
、
提
供
さ
れ
て
い
る
行
政
的
救
済
を
尽
く
さ
な
い
限
り
、
提
起
を
認
め
ら
れ
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34
な
い
。

こ
の
規
定
の
意
義
は
、
改
革
法
に
よ
る
改
正
を
受
け
る
以
前
の
制
定
法
に
お
け
る
行
政
的
救
済
要
件
の
定
め
と
対
比
す
る
こ
と
で
明

ら
か
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
囚
人
に
よ
る
訴
訟
で
の
行
政
的
救
済
要
件
を
規
定
し
て
い
た
の
は
一
九
八
〇
年
の
被
収
監
人
の
市
民
的
権
利

に
関
す
る
法
律
だ
っ
た
が
、
改
革
法
は
二
つ
の
点
で
州
の
救
済
手
続
の
自
律
性
を
強
化

35
し
た
。
第
一
に
改
革
法
は
、
一
九
八
〇
年
法
に

お
け
る
連
邦
政
府
の
関
与
を
撤
廃
し
た
。
す
な
わ
ち
一
九
八
〇
年
法
は
、
州
の
行
政
的
救
済
手
続
を
尽
く
す
こ
と
を
要
件
と
す
る
前
提

と
し
て
、
連
邦
司
法
長
官
の
設
定
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
行
政
的
救
済
が
「
容
易
、
迅
速
か
つ
効
果
的
」
と
い
え
る
最
低
水

準
を
満
た
す
こ
と
を
担
保
し
て

36
い
た
。
し
か
し
、
改
革
法
の
下
で
は
、
連
邦
司
法
長
官
の
関
与
を
定
め
た
規
定
は
廃
止
さ
れ
た
。

第
二
に
、
囚
人
原
告
が
行
政
上
の
救
済
手
続
が
尽
く
し
て
い
な
い
場
合
の
効
果
も
峻
厳
な
も
の
と
な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
法
の
も
と

で
は
、
こ
の
手
続
的
瑕
疵
の
効
果
は
、
訴
訟
手
続
が
最
大
九
〇
日
間
延
期
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
ま
た
、
事
実
審
裁
判
官
に
は
、
当
該
救

済
が
「
適
切
か
つ
正
義
に
か
な
う
」
も
の
と
判
断
し
た
上
で
、
こ
の
要
件
を
適
用
す
る
裁
量
が
与
え
ら
れ
て

37
い
た
。
し
か
し
、
改
革
法

は
裁
判
所
に
対
し
、
行
政
的
救
済
手
続
を
経
て
い
な
い
訴
え
に
つ
い
て
は
、
棄
却
を
義
務
づ

38
け
た
。
改
革
法
の
も
と
で
行
政
的
救
済
要

件
は
、
連
邦
裁
判
所
や
連
邦
行
政
庁
の
関
与
を
排
除
し
、

行
政
機
関
の
自
律
的
紛
争
解
決
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
権
威
を

39
保
持
」
す
る
目
的
へ
傾
斜
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

行
政
的
救
済
を
尽
く
す
よ
う
求
め
る
一
見
あ
り
ふ
れ
た
規
定
は
、
施
行
当
初
は
特
に
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
囚
人
が
訴

訟
を
起
こ
す
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
規
定
が
最
も
困
難
な
障
害
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
く
の
州
に
お
け

る
苦
情
申
立
手
続
は
複
雑
で
、
囚
人
に
よ
る
権
利
侵
害
の
主
張
が
、
し
ば
し
ば
裁
判
所
に
到
達
す
る
前
に
手
続
的
過
誤
で
阻
ま
れ
て
し

ま
う
。
特
に
、
複
数
の
階
層
に
わ
た
る
苦
情
申
立
手
続
や
、
極
端
に
短
い
申
立
期
間
な
ど
、
恣
意
的
な
州
の
苦
情
手
続
に
対
し
、
連
邦

の
司
法
や
行
政
に
よ
る
統
制
が
一
切
及
ば
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
が
、
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

40
っ
た
。
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初
期
の
解
釈
問
題
と
連
邦
最
高
裁

改
革
法
は
、
全
般
的
に
抽
象
的
な
文
言
を
用
い
て
お
り
、
ま
た
定
義
規
定
を
欠
い
て
い
る
。
こ
と
に
行
政
手
続
要
件
に
関
し
て
は
、

要
件
と
効
果
が
と
も
に
不
明
確
な
た
め
、
具
体
的
事
件
へ
の
適
用
の
数
多
く
の
段
階
で
、
解
釈
を
巡
る
争
い
が
生

41
じ
た
。
連
邦
最
高
裁

は
、
二
度
に
わ
た
り
解
釈
の
明
確
化
を
試
み
た
が
、
い
ま
だ
に
下
級
審
の
間
で
解
釈
の
分
か
れ
る
争
点
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
論

上
の
争
い
は
、
改
革
法
の
目
的
を
い
か
に
位
置
づ
け
、
そ
の
弊
害
に
い
か
に
対
処
す
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
こ

こ
で
は
ま
ず
、
改
革
法
施
行
後
の
早
い
段
階
で
の
解
釈
上
の
争
点
を
概
観
す
る
。

行
政
手
続
要
件
に
関
し
て
、
具
体
的
解
釈
上
の
問
題
の
ひ
と
つ
が
、

提
供
さ
れ
て
い
る
行
政
上
の
救
済
」
の
内
容
だ

42

っ
た
。
多
く

の
州
に
お
け
る
行
政
的
救
済
手
続
に
は
、
金
銭
賠
償
に
よ
る
救
済
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
初
期
の
連
邦
上
訴
裁
の
判
決

に
は
、
金
銭
賠
償
を
求
め
る
訴
え
は
、
行
政
手
続
要
件
に
は
か
か
ら
な
い
と
す
る
立
場
が
見
ら

43
れ
た
。
し
か
し
連
邦
最
高
裁
は
、

B
o
o
th
 
v
.
C
h
u
rn
er

に
お
い
て
、
行
政
的
救
済
を
尽
く
す
義
務
は
、
行
政
手
続
で
与
え
ら
れ
る
救
済
の
形
式
を
問
わ
な
い
と
し
て
、

何
ら
か
の
形
の
救
済
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
手
続
を
尽
く
す
べ
き
だ
と

44
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
結
論
に
至
る
に
際

し
、

提
供
さ
れ
て
い
る
」

救
済
」
と
い
う
文
言
の
広
範
さ
と
、
一
九
八
〇
年
法
で
付
さ
れ
て
い
た
「
容
易
、
迅
速
か
つ
効
果
的
」
と

い
う
救
済
手
続
に
か
か
る
制
約
を
外
し
た
改
革
法
の
規
定
と
を
も
と
に
、
連
邦
議
会
が
広
範
な
行
政
的
救
済
要
件
を
課
し
た
も
の
と
解

釈

45
し
た
。

い
ま
ひ
と
つ
の
解
釈
上
の
問
題
は
、

刑
務
所
の
収
監
条
件
に
関
す
る
訴
え
」
の
内
容
で
あ

46
っ
た
。
第
二
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
は
、

官
吏
に
よ
る
過
剰
な
実
力
の
行
使
に
対
し
て
「
残
虐
か
つ
異
常
な
刑
罰
」
を
禁
ず
る
第
八
修
正
違
反
を
主
張
す
る
訴
え
は
「
刑
務
所
の

収
監
条
件
」
に
関
す
る
訴
え
に
当
た
ら
ず
、
行
政
的
救
済
要
件
に
か
か
ら
な
い
と
判
示

47
し
た
。
判
決
は
、
収
監
条
件p

riso
n
 
co
n
d
i-

tio
n
s

と
い
う
曖
昧
な
文
言
が
定
義
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
複
数
形
の
文
言
が
「
周
囲
の
者
全
員
に
影
響
を

与
え
る
よ
う
な
状
況
」
と
い
っ
た
意
味
で
定
義
で
き
る
こ
と
、
同
じ
文
言
に
定
義
を
与
え
た
連
邦
制

48
定
法
も
広
範
囲
に
影
響
を
与
え
る
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状
況
や
行
為
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
、
改
革
法
が
前
提
と
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
例
法
理
で
も
「
過
剰
な
実
力
」
の
主
張
は
「
刑
務
所

の
収
監
条
件
」
を
争
う
主
張
よ
り
も
立
証
要
件
が
低
い
な
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
を
そ
の
判
断
の
根
拠
と

49
し
た
。

連
邦
上
訴
裁
レ
ベ
ル
で
同
じ
立
場
を
と
っ
た
裁
判
所
は
、
他
の
巡
回
区
で
は
見
ら
れ
な
か

50
っ
た
。
し
か
し
連
邦
地
裁
レ
ベ
ル
で
は
、

第
二
巡
回
区
の
下
級
審
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
地
裁
を
中
心
に
、
こ
の
立
場
を
取
っ
た
判
決
が
既
に
積
み
重
ね
ら
れ
て

51
い
た
。
ま
た
、
第
三
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
で
も
、N

o
o
n
a
n

裁
判
官
が
反
対
意
見
の
中
で
、

あ
ご
へ
の
一
発
は
『
条
件
』“co

n
d
i-

tio
n
s”

で
は
な
い
。
刑
務
所
に
お
け
る
あ
ご
へ
の
一
発
は
『
刑
務
所
の
収
監
条
件
』“p

riso
n
 
co
n
d
itio

n
s”

で
は
な
い
。
あ
ご
へ
の

一
発
は
行
為a

n a
ct

で
あ
る

」
と
述
べ
て
、
過
剰
な
実
力
の
行
使
の
事
件
へ
の
適
用
を
否
定
す
べ
き
だ
と
論
じ
て

52
い
た
。

し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
二
〇
〇
一
年
、
第
二
巡
回
区
か
ら
上
訴
を
受
け
たP

o
rter v

.
N
u
ssle

に
お
い
て
、
当
該
要
件
は
刑
務
所

で
の
生
活
に
関
す
る
す
べ
て
の
囚
人
の
訴
訟
に
適
用
さ
れ
る
と
し
て
、
こ
の
判
断
を
覆

53
し
た
。
そ
の
中
で
連
邦
最
高
裁
は
、
第
二
巡
回

区
に
よ
る
「
過
剰
な
実
力
」
と
「
収
監
条
件
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
判
例
法
上
の
立
証
要
件
の
上
で
の
区
別
と
は
別
問
題
で
あ
り
、

む
し
ろ
、
嫌
が
ら
せ
訴
訟
を
抑
止
し
、
刑
務
所
運
営
当
局
に
よ
る
事
件
へ
の
機
敏
な
対
処
を
可
能
に
す
る
立
法
目
的
と
の
関
係
で
無
意

味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
問
題
を
む
や
み
に
複
雑
に
す
る
だ
け
だ
と
し
て
こ
れ
を
否
定

54
し
た
。

と
こ
ろ
が
連
邦
最
高
裁
のP

orter

判
決
の
直
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
地
裁
は
、
囚
人
原
告
が
官
吏
か
ら
暴
行
を
受
け

た
と
し
て
提
訴
し
た
事
件
で
、
さ
ら
に
行
政
的
救
済
手
続
要
件
を
免
れ
る
余
地
を
見
出
し
た
。O

’C
o
n
n
o
r v

.

55

F
ea
th
ersto

n

に
お
い

て
同
裁
判
所
は
、
原
告
が
刑
務
所
で
の
不
服
申
立
手
続
を
踏
も
う
と
す
る
努
力
が
十
分
か
つ
合
理
的
だ
っ
た
場
合
に
は
、
原
告
は
訴
訟

を
追
行
で
き
る
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
問
題
の
暴
行
事
件
以
降
の
当
事
者
の
書
面
の
や
り
取
り
や
刑
務
所
側
の
対
応
に
鑑
み
て
、
原

告
の
努
力
は
合
理
的
だ
っ
た
と
さ
れ
た
。
判
決
を
著
し
たB

a
er

裁
判
官
は
、
判
決
を
締
め
く
く
る
に
当
た
り
、
以
下
の
よ
う
に
自
ら

の
立
場
を
記
し
て
い
る
。

R
ik
er’s Isla

n
d

刑
務
所
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
監
視
し
た
個
人
的
経
験
を
踏
ま
え
、
獄
中
で
弁
護
士
の
代
理
な
し
に
訴
訟
を
追
行
す
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る
原
告
の
置
か
れ
た
不
安
定
な
状
況
か
ら
、
私
が
目
を
背
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え

56
な
い
。

こ
の
事
件
は
、
連
邦
地
裁
の
判
例
集F

ed
era

l S
u
p
p
lem

en
t

に
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
連
邦
地
裁
を

中
心
に
、
た
び
た
び
引
用
さ
れ
て

57
い
る
。

救
済
手
続
の
実
質
的
公
正
性
の
確
保

行
政
的
救
済
手
続
要
件
と
、
そ
の
広
範
な
適
用
を
求
め
る
連
邦
最
高
裁
の
判
示
の
も
と
で
、
何
と
か
不
当
な
手
続
的
負
担
を
取
り
除

こ
う
と
す
る
動
き
は
、B

ooth

やP
orter

の
連
邦
最
高
裁
判
決
後
、
連
邦
上
訴
裁
レ
ベ
ル
で
新
た
な
対
抗
軸
を
形
成
し
た
。

第
二
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
か
け
て
、
改
革
法
の
解
釈
に
関
し
て
ま
と
ま
っ
た
数
の
判
断
を
下

58
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
囚
人
が
刑
務
所
の
苦
情
申
立
手
続
に
従
う
の
が
困
難
な
場
合
に
は
、
行
政
的
救
済
要
件
の
適
用
を
回
避
す
る
法

理
が
示
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
囚
人
が
通
常
の
苦
情
申
立
手
続
で
主
張
を
認
め
ら
れ
、
し
か
し
、
救
済
の
実
現
を
待
つ
間
に
刑
務
所

内
部
の
上
訴
期
限
（
四
日
）
を
徒
過
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
刑
務
所
の
規
定
は
「
非
現
実
的
か
つ
負
担
と
な
る
」
と
し
て
行
政
的
救
済

要
件
の
対
象
で
は
な
い
と
さ

59
れ
た
。
ま
た
、
刑
務
所
の
官
吏
が
囚
人
を
脅
迫
し
た
場
合
に
は
、
被
告
側
は
行
政
的
救
済
要
件
が
満
た
さ

れ
て
い
な
い
と
の
抗
弁
を
封
じ
ら
れ
る
、
と
す
る
禁
反
言
の
法
理
も
認
め
ら

60
れ
た
。

さ
ら
に
第
二
巡
回
区
は
、
救
済
手
続
が
存
在
し
か
つ
禁
反
言
が
適
用
に
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

特
段
の
事
情
」
の
下
で
は
、

救
済
手
続
に
従
わ
な
い
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
、
と
判
断

61
し
た
。
そ
こ
で
は
、
あ
え
て
一
般
的
な
法
理
と
し
て
準
則
を
打

ち
立
て
る
こ
と
は
避
け
る
と
し
な
が
ら
、
一
般
に
弁
護
士
の
助
力
の
得
ら
れ
な
い
囚
人
の
置
か
れ
た
具
体
的
な
事
情
に
照
ら
し
て
、
救

済
手
続
に
お
い
て
通
常
で
あ
れ
ば
規
定
に
従
え
な
い
よ
う
な
場
合
を
参
酌
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
こ
の
事
件
は
、
救
済
手
続

の
規
定
が
複
雑
怪
奇
で
、
仮
に
原
告
囚
人
の
規
定
の
解
釈
が
誤
り
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
非
合
理
的
だ
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例

で
、
こ
の
場
合
に
は
行
政
的
救
済
要
件
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
さ

62
れ
た
。
そ
し
て
、
具
体
的
事
情
を

慮
し
訴
訟
の
続
行
の
可
否
を
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判
断
す
べ
く
、
事
件
は
連
邦
地
裁
に
差
戻
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
第
二
巡
回
区
は
行
政
的
救
済
要
件
を
柔
軟
に
解
釈
し
、
州
の
設
け
た
救
済
手
続
の
公
正
性
を

慮
し
て
判
断
す
る
余

地
を
見
出
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
第
六
巡
回
区
や
第
九
巡
回
区
に
も
見
ら

63
れ
る
。
こ
の
行
政
的
救
済
手
続
の
公
正
性
の

慮
は
、
行
政

的
救
済
要
件
の
懈
怠
に
よ
っ
て
生
ず
る
効
果
の
判
断
と
も
密
接
に
関
係
す
る
。
第
二
・
第
六
・
第
九
巡
回
区
は
、
行
政
的
救
済
の
請
求

が
州
の
規
定
す
る
時
期
的
制
限
に
遅
れ
て
も
、
裁
判
所
に
対
し
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
は
失
わ
れ
な
い
と
し
て

64
い
る
。

こ
の
立
場
は
、
行
政
的
救
済
要
件
に
厳
格
な
効
果
を
与
え
た
巡
回
区
と
対
照
的
で
あ
る
。
他
の
巡
回
区
で
は
、
改
革
法
の
行
政
的
救

済
要
件
が
人
身
保
護

65
令
状
や
行
政
手

66
続
法
と
の
類
推
で
理
解
さ
れ
、
行
政
的
救
済
要
件
の
厳
格
な
遵
守
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
州

の
定
め
た
手
続
期
限
を
逸
し
た
場
合
に
は
連
邦
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
を
失
う
、
と
さ
れ
た
。
人
身
保
護
令
状
や
行
政
手
続

に
お
け
る
行
政
的
救
済
要
件
は
、
と
も
に
共
通
の
二
つ
の
意
義
を
有
し
て
い
る
。
第
一
は
、
州
や
行
政
庁
に
配
分
さ
れ
た
権
限
が
十
全

に
行
使
さ
れ
る
の
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
連
邦
裁
判
所
で
は
な
く
、
州
裁
判
所
な
い
し
行
政
庁
が
権
限
行
使
の
主
要

な
役
割
を
担
う
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
の
手
続
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
州
裁
判
所
及
び
行
政
庁
自
身
に
是
正
の
機
会
が
与
え

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
は
、
連
邦
裁
判
所
の
負
担
の
軽
減
で
あ
る
。
州
裁
判
所
や
行
政
庁
に
よ
る
手
続
的
救
済
の
機
会
を
設
け
る

こ
と
で
、
上
訴
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
上
訴
を
受
け
た
裁
判
所
の
判
断
の
資
料
と
な
る
記
録
が
作
成
・
整
理
さ
れ
る
こ
と
に

67
な
る
。

第
七
巡
回
区
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
改
革
法
の
行
政
的
救
済
要
件
に
も
等
し
く
見
出
し
た
。P

o
zo
 
v
.

68

M
cC
a
u
g
h
try

に
お
い
て

イ
ー
ス
タ
ー
ブ
ル
ッ
ク
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
原
告
に
対
し
州
の
救
済
手
続
に
厳
格
に
従
う
よ
う
に
求
め
、
そ
こ
で
規
定
さ
れ
た
手

続
期
限
を
逸
脱
し
た
場
合
に
は
、
改
革
法
の
要
件
の
帰
結
と
し
て
連
邦
裁
判
所
へ
出
訴
す
る
権
利
が
失
わ
れ
る
、
と
述
べ
た
。
そ
し

て
、
刑
務
所
の
手
続
上
の
不
服
申
立
手
続
の
期
限
を
逸
し
た
原
告
の
訴
え
の
棄
却
を
命
じ
た
。
例
外
を
認
め
る
と
、
こ
の
要
件
の
「
精

力o
o
m
p
h

」
が
失
わ
れ
、
ま
た
囚
人
も
刑
務
所
の
手
続
規
則
に
「
あ
っ
か
ん
べ
ーth

u
m
b th

eir n
o
ses

」
す
る
と
い
う
の
で

69
あ
る
。

こ
の
立
場
に
は
、
理
論
上
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
人
身
保
護
令
状
で
は
州
の
司
法
制
度
を
前
提
と
し
、
連
邦
裁
判
所
は
そ
こ
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で
の
連
邦
法
上
の
権
利
侵
害
を
審
査
す
る
。
し
か
し
、
改
革
法
で
は
州
の
行
政
的
救
済
手
続
の
公
正
性
を
担
保
す
る
制
度
的
保
障
が
欠

け
て
い
る
。
む
し
ろ
改
革
法
は
一
九
八
〇
年
法
を
改
正
す
る
こ
と
で
、
連
邦
政
府
や
裁
判
所
の
関
与
を
積
極
的
に
排
除
し
た
。
そ
こ
で

の
州
の
手
続
は
、
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
方
が
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
で
は
、
一
九
八
三
条
訴
訟
の
時
効
が
三

年
な
の
に
対
し
、
手
続
期
限
が
一
四
日
と
圧
倒
的
に
短
い
。
こ
の
よ
う
な
手
続
に
、
出
訴
権
を
か
か
ら
し
め
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
行

政
手
続
法
規
と
の
類
推
に
は
、
こ
れ
に
加
え
て
管
轄
の
問
題
が
生
ず
る
。
一
般
に
立
法
で
定
め
ら
れ
る
行
政
手
続
上
の
救
済
要
件
は
、

行
政
庁
の
手
続
に
対
す
る
上
訴
管
轄
の
行
使
に
伴
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
改
革
法
が
前
提
に
す
る
の
は
、
一
九
八
三
条
訴
訟
の

第
一
審
管
轄
で
あ
り
、
そ
こ
で
明
示
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
出
訴
権
の
喪
失
を
読
み
込
む
の
は
、
や
は
り
問
題
と

70
な
る
。
ま
た
、
行
政

的
救
済
要
件
を
厳
格
に
解
釈
し
な
い
と
、
囚
人
が
刑
務
所
の
手
続
を
無
視
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
生
じ
る
と
い
う
想
定
も
、
必
ず
し

も
説
得
的
で
は
な
い
と
さ

71
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
も
関
わ
ら
ず
、
第
七
巡
回
区
の
立
場
は
、
第
十
巡
回
区
や
第
三
巡
回
区
で
も
採
用
さ

72
れ
た
。
こ
れ
ら
の
巡
回

区
の
立
場
は
、
州
の
行
政
手
続
の
期
限
を
徒
過
し
た
訴
え
を
棄
却
す
る
際
に
、
実
体
的
効
果
を
与
え
る
点
で
、
特
に
厳
格
で
あ
る
。
こ

の
対
極
に
あ
る
の
が
、
先
に
見
た
第
二
・
第
六
・
第
九
巡
回
区
で
あ
り
、
州
の
規
則
上
の
期
限
を
徒
過
し
た
訴
え
を
棄
却
す
る
も
の

の
、
改
め
て
州
の
救
済
手
続
を
踏
め
ば
出
訴
の
権
利
は
維
持
さ
れ
る
。
残
り
の
巡
回
区
で
は
、
行
政
的
救
済
要
件
に
基
づ
く
棄
却
の
効

果
は
明
ら
か
で

73
な
い
。

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
行
政
的
救
済
要
件
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巡
回
区
で
の
判
断
枠
組
み
が
分
か
れ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
要
件
の
効
果
と
適
用
免
除
の
問
題
は
、
理
論
的
に
は
別
の
問
題
だ
が
、
判
例
の
蓄
積
の
少
な
い
状
況
で
は
ま
だ
明
確
に
区
別

さ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巡
回
区
が
具
体
的
事
例
で
い
か
な
る
対
応
を
と
る
か
は
、
限
ら
れ
た
判
示
か
ら
推
測
で
き
る
に
過
ぎ

74
な
い
。
こ

の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
現
段
階
で
連
邦
最
高
裁
は
ま
だ
解
釈
を
統
一
す
る
機
会
を
得
て
い
な
い
。

最
後
に
第
八
巡
回
区
の
あ
る
事
件
を
例
に
と
っ
て
、
行
政
的
救
済
要
件
を
含
め
た
改
革
法
の
具
体
的
適
用
を
め
ぐ
る
困
難
を
見
る
こ
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と
に
す
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
立
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
たL

y
o
n

が
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
祈
禱
や
休
日
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
憲
法
上
の
信
教
の
自
由
の
保
護
に
反
す
る
と
し
て
、
州
政
府
に
対
し
一
九
八
三
条
訴
訟
を
提
起
し
た
。
一
九
九
六
年
五
月
八
日
、

改
革
法
の
施
行
後
二
週
間
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
州
政
府
は
、L

y
o
n

が
既
に
以
前
に
勝
ち
目
の
な
い
訴
訟
を
四
度
提
起
し
て

い
る
た
め
、
改
革
法
の
規
定
に
よ
り
司
法
救
助
を
受
け
ら
れ
な
い
と
抗
弁
し
た
が
、
第
一
審
の
連
邦
地
裁
は
こ
の
規
定
を
違
憲
だ
と
し

て
訴
訟
の
提
起
を
認

75
め
た
。
し
か
し
、
連
邦
上
訴
裁
は
規
定
の
合
憲
性
を
肯
定
し
、
事
件
は
差
戻
さ

76
れ
た
。
差
戻
審
でL

y
o
n

は
裁
判

所
に
対
し
訴
訟
手
数
料
を
支
払
い
、
事
件
は
ト
ラ
イ
ア
ル
へ
進
み
、
陪
審
は
名
目
的
損
害
賠
償
と
と
も
に
、
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
、
さ

ら
に
裁
判
所
は
差
止
命
令
を
下
し
た
。

被
告
側
は
再
び
上
訴
し
、
今
度
は
原
告
が
行
政
的
救
済
を
尽
く
し
て
い
な
い
と
し
て
訴
訟
の
棄
却
を
求
め
た
。
第
八
巡
回
区
連
邦
上

訴
裁
の
三
人
の
裁
判
官
か
ら
な
る
法
廷
は
、
官
吏
が
行
政
的
救
済
の
手
続
を
取
る
の
を
妨
害
し
た
か
否
か
認
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
、
再
び
連
邦
地
裁
へ
の
差
戻
を
命

77
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
側
が
全
員
法
廷
に
よ
る
再
審
理
を
求
め
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
再

審
理
に
お
い
て
連
邦
上
訴
裁
は
、
三
人
の
裁
判
官
に
よ
る
判
断
を
修
正
し
、
連
邦
地
裁
に
よ
る
事
実
認
定
を
経
ず
に
直
ち
に
訴
え
を
棄

却
す
る
よ
う
命

78
じ
た
。
法
廷
意
見
は
、
官
吏
が
行
政
的
救
済
の
手
続
を
妨
害
し
た
場
合
に
は
、
行
政
的
救
済
要
件
に
よ
る
棄
却
は
許
さ

れ
な
い
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
認

79
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
法
廷
意
見
は
原
審
の
記
録
か
ら
、L

y
o
n

は
救
済
手
続
が
な
い
と
告
げ

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
救
済
手
続
を
と
ら
な
い
選
択
を
し
た
こ
と
に
争
い
が
な
い
と
し
て
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
被
告
に
対
し

禁
反
言
の
法
理
を
適
用
す
る
余
地
は
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
二
人
の
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
が
付
さ
れ
た
。L

y
o
n

は
確
か
に
行
政
的
救
済
手
続
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
も
の

の
、L
y
o
n

の
受
け
た
と
主
張
す
る
権
利
侵
害
が
、
州
の
設
け
た
手
続
に
よ
り
救
済
さ
れ
な
い
と
の
印
象
を
与
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。
反
対
意
見
は
、
こ
の
「
法
と
事
実
の
混
合
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
事
実
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
第
一
審

に
よ
る
事
実
認
定
が
必
要
だ
と
し
て
、
元
の
判
決
通
り
、
差
戻
し
た
上
で
再
審
理
を
命
ず
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
反
対
意
見
は
判
示
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の
中
で
、
原
審
のL

o
n
g
sta
ff

裁
判
官
に
対
し
、

有
能
か
つ
経
験
豊
か
な
地
裁
裁
判
官
」
と
し
て
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。L

o
n
g
-

sta
ff

裁
判
官
は

行
政
手
続
を
課
す
と
司
法
手
続
に
重
大
な
悪
影
響
が
及
ぶ
こ
と
、
ま
た
、
両
当
事
者
と
裁
判
所
が
そ
れ
ま
で
の
多

く
の
時
間
と
資
源
を
投
じ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
他
の
理
由
で
行
政
的
救
済
要
件
に
よ
る
棄
却
を
否
定
し
て

80
い
た

結
局
、
出
訴
か
ら
七
年
後
、
三
万
ド
ル
の
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
た
評
決
と
差
止
命
令
も
ろ
と
も
、
事
件
は
行
政
的
救
済
要
件
に
よ
り

棄
却
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

小

括

改
革
法
に
お
け
る
行
政
的
救
済
要
件
の
規
定
は
、
刑
務
所
で
の
囚
人
の
苦
情
申
立
に
対
し
、
州
に
よ
る
自
律
的
対
処
を
可
能
に
し
、

か
つ
囚
人
に
よ
る
訴
訟
を
制
約
す
る
意
図
を
も
っ
た
立
法
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
先
行
す
る
立
法
と
対
比
す
れ
ば
、
州
の
行
政
的
救
済
手

続
へ
の
連
邦
政
府
や
連
邦
裁
判
所
の
関
与
を
排
除
す
る
意
図
は
明
確
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
規
定
は
曖
昧
で
、
下
級
審
で
は
そ
の
解
釈

を
巡
る
対
立
が
生
じ
た
。
連
邦
最
高
裁
はB

ooth

とP
orter

の
二
度
に
わ
た
っ
て
こ
の
対
立
に
対
処
し
た
が
、
下
級
審
の
中
に
は
、

厳
格
な
制
定
法
解
釈
を
行
い
、
ま
た
連
邦
最
高
裁
の
判
断
に
対
し
て
も
、
個
別
事
件
に
お
け
る
綿
密
な
区
別
に
よ
っ
て
、
そ
の
射
程
を

限
定
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

連
邦
最
高
裁
は
ま
た
、
立
法
目
的
を
重
視
し
、
規
定
の
適
用
範
囲
を
広
く
と
る
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
下
級
審
の

法
解
釈
に
お
い
て
は
、
こ
の
制
定
法
や
判
例
法
を
漫
然
と
適
用
す
る
と
、
州
の
恣
意
的
な
手
続
的
要
件
に
よ
っ
て
連
邦
裁
判
所
に
よ
る

囚
人
の
権
利
保
護
が
事
実
上
阻
害
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
観
点
に
基
づ
く
下
級
審
の
解
釈
の
も
と

で
、
改
革
法
制
定
前
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
州
に
よ
る
救
済
手
続
の
公
正
性
を
実
質
的
に
担
保
す
る
余
地
が
確
保
さ
れ
た
。

無
論
、
下
級
審
の
中
に
も
、
囚
人
の
提
起
す
る
訴
訟
に
対
し
否
定
的
な
態
度
を
取
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
下
級
審
で
の

制
定
法
解
釈
に
今
日
に
至
る
ま
で
対
立
が
残
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
州
の
不
当
な
手
続
に
対
処
す
る
た
め
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
厳
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密
な
制
定
法
・
判
例
法
解
釈
を
試
み
る
絶
え
ざ
る
動
き
が
あ
っ
た
。
こ
の
解
釈
は
連
邦
上
訴
裁
の
判
例
に
採
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、

あ
る
い
は
連
邦
上
訴
裁
の
判
断
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
事
実
審
裁
判
官
の
個
別
具
体
的
判
断
に
ど
の
程
度
権
限
を
委
ね
る
か
で
争
い

が
あ
る
局
面
も
見
ら
れ
る
。
言
葉
を
換
え
る
と
、
下
級
審
で
の
個
別
具
体
的
な
法
適
用
は
、
囚
人
の
権
利
の
制
約
へ
傾
く
上
級
審
や
連

邦
議
会
に
対
抗
す
る
契
機
で
あ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
囚
人
の
権
利
保
障
を
確
保
す
る
規
範
を
生
成
す
る
契
機
で
も
あ
る
と
い

81
え
る
。
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追
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身
保
護
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状
の
手
続
に
お
い
て
は
、
州
に
お
け
る
刑
事
手
続
の
違
法
性
を
主
張
し
令
状
を
請
求
す
る
当
事
者
は
、
州
裁
判
所
で
の
救
済
手
続
を
尽
く
す
こ
と
が
求

め
ら
れ
、
こ
れ
を
怠
る
と
「
手
続
懈
怠p

ro
ced

u
ra
l d
efa

u
lt
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例
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よ
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問
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続
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尽
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三

裁
判
所
に
よ
る
同
意
判
決
へ
の
制
約

続
い
て
、
刑
務
所
の
収
監
条
件
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
連
邦
地
裁
の
下
す
同
意
判
決
に
制
約
を
加
え
た
、
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
の

諸
条
項
を
巡
る
展
開
を
観
察

82
す
る
。
こ
の
条
項
は
、
個
々
の
囚
人
に
よ
る
訴
え
を
対
象
と
し
た
前
節
の
条
項
と
は
異
な
り
、
連
邦
地
裁

に
よ
る
同
意
判
決
を
通
じ
た
積
極
的
介
入
を
制
約
し

早
期
に
終
了
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
規
定
が
そ
れ
ま
で
存
続
し
て
き
た
同
意
判
決
を
終
了
さ
せ
た
り
、
不
安
定
に
し
た
り
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
見
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
下
で
、
下
級
審
で
は
厳
格
な
文
言
解
釈
で
こ
の
規
定
を
回
避
し
た
り
、
同
法
の
合
憲
性
を
問
う
た
り
す

る
判
決
が
現
わ
れ
る
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
条
項
の
合
憲
性
を
維
持
す
る
立
場
で
一
貫
し
て
い
る
。

条
文
と
そ
の
意
義

改
革
法
は
、
裁
判
所
の
下
せ
る
救
済
の
目
的
を
、
特
定
の
原
告
に
対
す
る
権
利
侵
害
を
是
正
す
る
た
め
の
必
要
最
低
限
に
限
定
し
た

上
で
、
さ
ら
に
救
済
手
段
も
ま
た
必
要
最
小
限
に
限
定
し
た
。

刑
務
所
の
収
監
条
件
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
民
事
訴
訟
に
お
け
る
将
来
的
救
済
は
、
特
定
の
原
告
の
連
邦
法
上
の
権
利
に
対
す
る
侵

害
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
将
来
的
救
済
が
、
限
定
的
に
策
定
さ
れ
、
連
邦
法
上

の
権
利
に
対
す
る
侵
害
の
救
済
に
必
要
な
限
度
を
超
え
ず
、
か
つ
侵
害
の
是
正
に
最
も
干
渉
の
程
度
の
小
さ
い
手
段
で
あ
る
と
認

定
し
な
い
限
り
、
そ
の
救
済
を
与
え
た
り
承
認
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
そ
の
救
済
に
よ
っ
て
生
ず
る
、
公
共
の

安
全
や
刑
事
司
法
制
度
の
運
用
に
及
ぼ
す
あ
ら
ゆ
る
悪
影
響
に
、
十
分
な

慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

83
な
い
。

こ
の
手
段
の
限
定
は
、

限
定
・
必
要
・
干
渉
度
」
の
要
件
と
呼
ば

84
れ
る
。

同
意
判
決
の
時
点
で
要
件
を
満
た
し
た
救
済
も
、
策
定
の
二
年
後
に
は
被
告
・
政
府
側
の
申
立
に
基
づ
き
原
則
と
し
て
終
了
す
る
。
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刑
務
所
の
収
監
条
件
に
つ
い
て
、
将
来
的
救
済
が
与
え
ら
れ
た
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
該
救
済
は
、
当
事
者
又
は
訴
訟
参
加

人
の
申
立
に
基
づ
き
、
以
下
の
場
合
に
終
了
す
る：

ⅰ

裁
判
所
が
将
来
的
救
済
を
下
す
か
又
は
承
認
し
た
日
か
ら
二
年

ⅱ

本
条
に
基
づ
き
、
裁
判
所
が
将
来
的
救
済
の
終
了
を
退
け
る
命
令
を
下
し
た
日
か
ら
一
年

ⅲ

刑
務
所
訴
訟
改
革
法
の
制
定
日
以
前
に
発
せ
ら
れ
た
命
令
に
関
し
て
は
、
制
定
日
か
ら

85
二
日

一
方
、
判
決
の
段
階
で
「
限
定
・
必
要
・
干
渉
度
」
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
同
意
判
決
は
、
終
了
さ
れ
る
。

刑
務
所
の
収
監
条
件
に
関
す
る
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
又
は
訴
訟
参
加
人
は
、
裁
判
所
が
、
当
該
救
済
が
限
定
的
に
策
定
さ

れ
、
連
邦
法
上
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
の
救
済
に
必
要
な
限
度
を
超
え
ず
、
か
つ
侵
害
の
是
正
に
最
も
干
渉
の
程
度
の
小
さ
い
手

段
だ
と
の
認
定
を
せ
ず
に
、
当
該
救
済
を
承
認
又
は
命
令
し
て
い
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
将
来
的
救
済
に
つ
い
て
迅
速
な
終
了
を
得

る
こ
と
が
で

86
き
る
。

こ
の
規
定
は
、

迅
速
な
終
了im
m
ed
ia
te term

in
a
tio
n

」
条
項
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
、
救
済
の
延
長
を
得
る
に
は
、
裁
判
所

に
よ
る
「
限
定
・
必
要
・
干
渉
度
」
要
件
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

将
来
的
救
済
は
、
当
該
将
来
的
救
済
が
現
在
継
続
中
の
連
邦
法
上
の
権
利
の
侵
害
を
是
正
す
る
た
め
に
依
然
と
し
て
必
要
で
、
侵

害
の
是
正
に
必
要
な
限
度
を
超
え
ず
、
限
定
的
に
策
定
さ
れ
、
か
つ
侵
害
の
是
正
に
最
も
干
渉
の
程
度
の
小
さ
い
手
段
で
あ
る
こ

と
を
、
裁
判
所
が
記
録
に
基
づ
き
書
面
で
認
定
し
た
場
合
に
は
終
了
し

87
な
い
。

こ
の
よ
う
な
手
続
に
よ
り
、
救
済
は
以
降
一
年
ず
つ
認
定
の
度
ご
と
に
延
長
さ
れ
得
る
。
し
か
し
こ
の
手
続
に
は
、
時
間
的
制
約
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
申
立
に
対
し
三
〇
日
以
内
に
裁
判
所
が
判
断
を
下
さ
な
い
限
り
、
救
済
は
自
動
的
に
停
止
す
る
。

申
立
に
対
し
判
断
の
下
さ
れ
て
い
な
い
将
来
的
救
済
は
、
…
当
該
申
立
の
な
さ
れ
た
日
の
三
〇
日
後
か
ら
…
当
該
申
立
に
関
し
て

裁
判
所
が
最
終
的
命
令
を
下
す
日
ま
で
の
間
、
自
動
的
に
救
済
手
続
が
停
止
さ

88
れ
る
。
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こ
の
条
項
は
「
自
動
的
停
止a

u
to
m
a
tic sta

y

」
条
項
と
呼
ば
れ
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
規
定
は
、
定
期
的
な
認
定
を
裁
判
所
に
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
務
所
運
営
の
主
導
権
を
早
期
に
行
政
側
に

返
還
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
現
実
に
は
、
頻
繁
な
事
実
認
定
の
た
め
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
や
審
理
に
伴
う
時
間
や
費
用
面
で
の

負
担
が
、
訴
訟
を
継
続
す
る
当
事
者
の
意
思
を
そ
ぐ
効
果
を
も
つ
と
さ

89
れ
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
は
、
立
法
過
程
か
ら
既
に
憲
法
上
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
下
し
た
終
局
的
判
決
を

事
後
的
立
法
に
よ
り
覆
す
こ
の
規
定
に
は
、
連
邦
憲
法
の
三
権
分
立
原
則
と
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

90
い
た
。

同
意
判
決
の
終
了
し
た
例

同
意
判
決
に
関
す
る
改
革
法
の
規
定
は
、
そ
れ
ま
で
継
続
さ
れ
て
き
た
同
意
判
決
の
う
ち
、
少
な
か
ら
ぬ
も
の
を
終
了
に
追
い
込

み
、
ま
た
そ
の
継
続
を
不
安
定
化
さ

91
せ
た
。

例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
で
は
、R

ik
ers Isla

n
d

そ
の
他
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
拘
置
所
の
収
監
条

件
に
関
し
、
一
九
七
八
年
の
同
意
判
決
以
来
裁
判
所
が
関
与
を
続
け
て
き
た
。
一
九
九
六
年

被
告
州
側
は
、
改
革
法
の
成
立
を
契
機

に
同
意
判
決
の
終
了
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、B

a
er

裁
判
官
は
、
改
革
法
の
理
念
に
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
、
そ
の
合
憲
性
を
肯

定
し
、
同
意
判
決
の
終
了
を
認

92
め
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
裁
判
手
続
の
結
果
、
同
意
判
決
は
一
部
に
限
り
継
続
さ
れ
て

93
い
る
。

テ
キ
サ
ス
南
部
地
区
連
邦
地
裁
で
は
、
三
〇
年
に
わ
た
りJu

stice

裁
判
官
の
下
で
刑
務
所
改
革
訴
訟
が
係
属
し
て

94
い
た
。
こ
こ
で

も
被
告
側
が
改
革
法
に
基
づ
き
同
意
判
決
の
終
了
を
求
め
た
が
、
同
裁
判
官
は
改
革
法
の
規
定
を
違
憲
だ
と
判
断
し
、
ま
た
同
条
項
が

合
憲
だ
と
し
て
も
テ
キ
サ
ス
州
の
刑
務
所
で
の
囚
人
に
対
す
る
権
利
侵
害
が
「
現
在
継
続
中
」
だ
と
し
て
、
同
意
判
決
の
終
了
の
申
立

を
棄
却

95
し
た
。
し
か
し
、
第
五
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
は
違
憲
判
断
を
覆
す
と
と
も
に
、
救
済
を
継
続
す
る
前
提
と
な
る
事
実
認
定
が
不

十
分
だ
と
し
て
、
事
件
を
差
戻

96
し
た
。
そ
の
差
戻
審
で
連
邦
地
裁
は
、
権
利
侵
害
が
「
現
在
継
続
中
」
だ
と
改
め
て
認
定
し
、
同
意
判
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決
を
維
持

97
し
た
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
南
部
地
区
連
邦
地
裁
で
も
、
州
の
刑
務
所
の
収
監
条
件
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
関
与
し
て
い
た
。
同
地
裁
は
刑
務
所

訴
訟
改
革
法
の
規
定
を
違
憲
と
し
て
、
同
意
判
決
を
継
続
し
、
第
七
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
は
こ
の
判
断
を
維
持

98
し
た
。
し
か
し
こ
の
判

決
に
対
し
連
邦
最
高
裁
は
上
訴
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
覆

99
し
た
。
こ
の
結
果
、
そ
の
差
戻
審
に
お
い
て
三
〇
年
に
わ
た
る
刑
務
所
改
革

訴
訟
は
終
了
し
た
。

以
下
で
観
察
す
る
、
同
意
判
決
の
終
了
に
関
す
る
条
項
の
合
憲
性
を
巡
る
判
例
は
、
連
邦
議
会
制
定
法
や
上
級
審
裁
判
所
の
判
例
に

よ
る
手
続
的
制
約
の
中
で
、
下
級
審
が
刑
務
所
改
革
訴
訟
を
実
現
・
継
続
し
よ
う
と
試
み
る
、
と
い
う
文
脈
に
あ
る
。
上
級
審
と
下
級

審
と
の
間
の
対
立
が
特
に
強
ま
っ
た
局
面
と
い
え
る
。

な
お
、
連
邦
議
会
は
こ
う
い
っ
た
対
立
の
高
ま
り
に
迅
速
に
対
応
し
、
一
九
九
七
年
、
再
び
歳
出
配
分
承
認
法
案
へ
の
付
加
条
項
の

形
で
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
を
改
正
し
た
。
そ
こ
で
は
、
当
事
者
や
訴
訟
参
加
人
に
よ
る
救
済
の
終
了
を
求
め
る
申
立
に
つ
い
て
、

そ
の
よ
う
な
申
立
に
対
し
て
速
や
か
な
判
断
を
下
す
こ
と
を
怠
っ
た
場
合
へ
の
救
済
と
し
て
、
職
務
執
行
令
状m

a
n
d
a
m
u
s

が

認
め
ら
れ
る
。

と
規
定
が
な
さ
れ
た
。
職
務
執
行
令
状
と
は
、
公
的
機
関
が
行
使
し
て
い
る
管
轄
の
存
在
は
合
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
使
の
仕
方
が

違
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
上
級
裁
判
所
が
特
定
の
形
で
管
轄
権
の
行
使
を
命
じ
る
た
め
に
発
給
す
る
令
状
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
連
邦
議

会
は
、
そ
れ
ま
で
事
実
審
で
あ
る
連
邦
地
裁
の
裁
量
の
領
域
に
属
し
た
事
実
認
定
に
対
し
、
連
邦
上
訴
裁
の
強
権
的
な
介
入
を
求
め
た

も
の
と
い
え
る
。

合
憲
性
を
巡
る
争
い

改
革
法
施
行
直
後
か
ら
、
連
邦
地
裁
レ
ベ
ル
で
こ
れ
ら
の
規
定
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
つ
の
規
定
の
う
ち
、
早
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い
段
階
で
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
の
は
「
迅
速
な
終
了
」
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
同
意
判
決
は
「
終
局
判
決
」
で
あ
り
、
改
革
法
の

よ
う
に
当
該
判
決
時
に
存
在
し
な
い
要
件
に
よ
り
判
決
を
蒸
し
返
す
議
会
制
定
法
は
三
権
分
立
原
理
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
連
邦
上
訴
裁
レ
ベ
ル
で
は
、
理
由
付
け
の
ば
ら
つ
き
こ
そ
あ
れ
一
貫
し
て
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
同
意

判
決
は
判
決
の
後
も
事
情
の
変
更
に
伴
い
改
変
さ
れ
う
る
の
で
終
局
判
決
と
は
言
え
ず
、
議
会
に
は
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
と
救
済
を
統

制
・
改
変
す
る
権
限
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

迅
速
な
終
了
」
規
定
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
上
訴
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
の
一
致
が
見
ら
れ
る
と
、

自
動
的
停
止
」
規
定
の
合
憲
性
へ

と
焦
点
が
移
っ
た
。
こ
の
規
定
に
関
し
て
は
連
邦
上
訴
裁
で
も
合
憲
性
に
疑
義
を
付
す
も
の
が
現
れ
、
連
邦
最
高
裁
が
合
憲
判
断
を
下

す
ま
で
は
、
各
巡
回
区
で
見
解
が
分
か
れ
た
。

第
七
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
は
、
当
該
条
項
は
裁
判
所
の
命
令
を
直
截
に
停
止
す
る
も
の
で
三
権
分
立
原
理
に
反
し
違
憲
だ
と
判
断

し
た
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
議
会
は
、
係
属
中
の
裁
判
に
関
し
て
、
適
用
と
な
る
実
体
法
を
変
更
す
る
権
限
を
除
い
て
は
裁
判
所
に

判
断
準
則
を
強
制
す
る
権
限
を
有
し
な
い

し
か
し
こ
の
条
項
は
、
実
体
法
と
関
わ
り
な
く

一
定
期
間
内
に
救
済
を
終
了
す
る
よ
う

強
制
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
短
い
期
間
内
に
複
雑
な
事
件
に
関
す
る
新
た
な
事
実
認
定
と
厳
密
な
救
済
の
策
定
を
要
求
す
る
「
自
動
的

停
止
」
規
定
は
、
特
定
の
事
件
に
お
い
て
困
難
な
問
題
に
関
し
判
断
を
下
す
ま
で
現
状
を
維
持
す
る
権
限
を
裁
判
所
か
ら
奪
う
こ
と
に

な
る
。
こ
う
述
べ
て
法
廷
意
見
は
、
問
題
の
規
定
が
下
級
審
の
管
轄
を
規
制
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
を

越
し
、
憲
法
判
例
上
認
め
ら

れ
な
い
と
判
示
し
た
。

第
六
巡
回
区
は
、
改
革
法
の
「
自
動
的
停
止
」
条
項
を
、
自
動
的
停
止
の
発
効
日
を
延
期
で
き
な
い
と
解
釈
す
れ
ば
、
当
該
条
項
は

権
力
分
立
原
理
に
反
し
違
憲
判
決
を
免
れ
な
い
と
す
る
点
で
、
第
七
巡
回
区
と
同
じ
判
断
を
示
し
た
。
し
か
し
同
連
邦
上
訴
裁
は
、
制

定
法
は
違
憲
判
決
を
避
け
る
べ
く
限
定
解
釈
す
べ
き
だ
と
し
て
、
連
邦
地
裁
は
エ
ク
イ
テ
ィ
に
基
づ
き
「
改
革
法
の
『
自
動
的
停
止
』

を
停
止
す
る
権
限
」
を
も
つ
と
し
て
、
新
た
な
救
済
に
関
す
る
判
決
ま
で
に
申
立
か
ら
三
〇
日
以
上
要
す
る
場
合
に
は
救
済
を
自
動
的
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停
止
の
発
効
を
停
止
で
き
る
と
の
解
釈
を
示
し
た
。

第
五
巡
回
区
は
、
合
憲
性
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
に
限
定
解
釈
を
採
用
し
、
第
六
巡
回
区
と
同
様
の
判
断
に
達
し
た
。
限
定
解
釈

の
立
場
で
は
、
申
立
か
ら
判
決
ま
で
の
間
に
衡
平
に
反
し
な
い
だ
け
の
時
間
が
認
め
ら
れ
れ
ば
救
済
の
停
止
自
体
を
認
め
る
点
で
、
時

間
的
余
裕
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
立
法
府
の
救
済
へ
の
介
入
を
認
め
な
い
違
憲
判
断
の
立
場
と
は
異
な
る
帰
結
を
取
る
。

こ
れ
は
、
連
邦
司
法
省
が
改
革
法
の
合
憲
性
を
守
る
た
め
に
と
っ
た
立
場
で
も
あ
る
。
連
邦
司
法
省
は
、
一
九
八
〇
年
被
収
監
人
の

市
民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
一
九
八
二
年
か
ら
ミ
シ
ガ
ン
州
立
刑
務
所
の
収
監
条
件
改
善
に
関
す
る
訴
訟
に
関
与
し
て
い

た
。
こ
の
第
六
巡
回
区
で
の
訴
訟
に
囚
人
原
告
側
で
参
加
し
た
連
邦
司
法
省
は
、
改
革
法
の
「
自
動
的
停
止
」
条
項
の
停
止
を
求
め
つ

つ
、
同
法
の
合
憲
性
を
守
る
限
定
的
適
用
を
主
張
し
た
。
第
六
巡
回
区
の
判
決
は
こ
の
立
場
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
し
か
し
、
第
七
巡
回
区
の
判
決
へ
の
上
訴
を
受
理
し
、
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
立
場
を
否
定
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、

自
動
的
停
止
」
条
項
は
裁
判
所
の
裁
量
を
否
定
す
る
議
会
の
明
白
な
立
法
目
的
を
反
映
し
て
い
る
と
し
て
限
定
解
釈
を
否
定
し
た
上

で
、
さ
ら
に
三
権
分
立
の
原
則
に
も
反
し
な
い
と
結
論
し
た
。

迅
速
な
停
止
」
条
項
の
合
憲
性
を
前
提
と
し
た
上
で
、
連
邦
最
高
裁

は
、
議
会
に
は
既
に
発
せ
ら
れ
た
差
止
命
令
の
将
来
へ
の
効
果
を
変
更
す
る
権
限
が
あ
り
、

自
動
的
停
止
」
条
項
は
命
令
の
根
拠
と

な
る
実
体
法
の
変
更
を
反
映
さ
せ
る
に
過
ぎ
ず
、
司
法
府
の
終
局
判
決
の
執
行
を
停
止
し
た
り
蒸
し
返
し
た
り
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
と
結
論
し
た
。

連
邦
最
高
裁
の
判
決
に
よ
り
、
改
革
法
の
う
ち
将
来
的
救
済
を
制
約
す
る
諸
条
項
の
合
憲
性
は
確
立
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
違
憲
判
断
や
限
定
解
釈
を
採
用
し
た
判
決
が
懸
念
し
た
、
事
実
審
裁
判
所
で
の
事
実
認
定
の
困
難
と
、
認
定
の
間
に
手
続
や
現
状

を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
で
実
体
的
救
済
に
悪
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
に
は
、
連
邦
最
高
裁
も
対
応
を
迫
ら
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
の
法
廷
意
見

も
傍
論
に
お
い
て
、
改
革
法
に
よ
る
時
間
的
制
約
で
権
利
侵
害
の
存
否
の
事
実
認
定
が
妨
げ
ら
れ
れ
ば
、
適
正
手
続
を
保
障
す
る
連
邦

憲
法
第
十
四
修
正
上
の
疑
義
の
生
ず
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
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限
定
解
釈
の
動
き
と
小
括

下
級
審
で
の
実
践
に
は
、

自
動
的
停
止
」
条
項
の
困
難
を
避
け
よ
う
と
す
る
努
力
が
に
じ
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
第
二
巡
回
区
は
、

改
革
法
の
合
憲
性
を
認
め
つ
つ
、
ユ
ニ
ー
ク
な
限
定
解
釈
を
示
し
た
。C

a
la
b
resi

裁
判
官
は
、
改
革
法
に
よ
り
連
邦
裁
判
所
で
法
的

拘
束
力
を
失
っ
た
将
来
的
救
済
は
、
そ
れ
で
も
契
約
と
し
て
の
拘
束
力
を
失
う
こ
と
は
な
く
、
州
裁
判
所
に
お
い
て
同
一
の
将
来
的
救

済
の
執
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
東
部
地
区
連
邦
地
裁
で
は
、
一
九
八
二
年
に
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
刑
務
所
改
革
訴
訟

に
お
い
て
、
被
告
州
政
府
側
が
裁
判
所
の
命
ず
る
救
済
に
強
く
反
発
し
て
い
た
。
裁
判
所
は
二
〇
〇
〇
年
、
被
告
側
の
終
了
を
求
め
る

申
立
の
機
先
を
制
し
て
当
事
者
に
和
解
を
促
し
、
実
質
的
な
救
済
策
を
確
保
し
た
上
で
、
当
該
事
件
に
お
け
る
管
轄
を
打
ち
切
っ
た
。

テ
キ
サ
ス
州
南
部
地
区
の
連
邦
地
裁
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
決
ま
で
の
間
に
実
質
的
に
救
済
を
停
止
す
る
こ
と
な
く
事
実
認
定
を
行

い
、
救
済
の
延
長
を
認
め
て
い
る
。

同
意
判
決
の
早
期
終
結
を
図
る
改
革
法
の
条
項
は

連
邦
地
裁
に
対
し

具
体
的
な
判
断
基
準
と
手
続
を
課
す
と
と
も
に

上
訴
裁

判
所
の
関
与
の
余
地
を
拡
大
す
る
も
の
だ
っ
た

こ
れ
か
ら
の
逸
脱
に
は
一
律
に
同
意
判
決
の
終
了
と
い
う
効
果
が
与
え
ら
れ
た
た

め

こ
の
条
項
に
は
立
法
当
初
か
ら
合
憲
性
へ
の
疑
義
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
下
級
審
裁
判
所
は
こ
の
規
定
に
対
し
、
実
質
的
な
救
済

を
確
保
す
べ
く
、
違
憲
判
決
や
合
憲
限
定
解
釈
を
施
し
て
き
た
。
連
邦
最
高
裁
は

裁
判
所
の
裁
量
を
否
定
す
る
立
法
意
思
を
重
視
し

て
き
た
も
の
の

こ
の
立
法
が
現
実
の
憲
法
上
の
権
利
保
護
に
支
障
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
下
級
審
も

様
々
な
解
釈
手
法
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
弊
害
へ
の
対
処
を
試
み
て
い
る
。
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こ
の
条
項
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「
現
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」
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九
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年
改
正
でcu
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o
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n
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o
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に

変
更
さ
れ
た
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の
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九
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正
で
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将
来
的
救
済
の
改
変
又
は
終
了
を
求
め
る
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ら
ゆ
る
申
立
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、﹇
改
正
前
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期
間
﹈
救
済
手

続
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の
効
果
を
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す
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れ
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。
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改
革
法
は
、
上
記
の
規
定
の
遡
及
適
用
を
明
示
的
に
定
め
て
い
る
。18 U

.S
.C
.
3626 N

o
te.

「
合
衆
国
法
令
集
第
一
八
編
三
六
二
六
条
は
、
本
条
に
よ
る
改
正
を

反
映
し
た
上
で
、
す
べ
て
の
将
来
的
救
済
に
適
用
す
る
も
の
と
し
、
当
該
将
来
的
救
済
を
命
ず
る
判
決
が
本
編
の
制
定
に
先
立
つ
か
そ
れ
以
降
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い

」
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録
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h
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u
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E
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L
.

R
E
V
.
1
1990

参
照
。

95

R
u
iz v

.
Jo
h
n
so
n
,
37 F

.
S
u
p
p
.
2d 855

S
.D
.
T
ex
.
1999

.

96

R
u
iz v

.
Jo
h
n
so
n
,
178 F

.3d 385
5th C

ir.
1999

.

97

R
u
iz v

.
Jo
h
n
so
n
,
154 F

.
S
u
p
p
.
2d 975

S
.D
.
T
ex
.
2001

.

98

F
ren

ch v
.
D
u
ck
w
o
rth

,
178 F

.3d 437
7th C

ir.
1999

en b
a
n
c
.

99

M
iller v

.
F
ren

ch
,
530 U

.S
.
327

2000
.

354

立教法学 第70号（2006)



F
ren

ch
 
v
.
M
iller,

234 F
.3d
 
1273,

2000 U
.S
.
A
p
p
.
L
E
X
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7th
 
C
ir.
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p
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p
in
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&
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.
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ta
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2470.

18 U
.S
.C
.
3626

e
1
.

一
九
九
七
年
改
正
は
、
自
動
的
停
止
を
延
期
す
る
手
続
に
つ
い
て
、
時
間
的
期
限
を
設
け
る
と
と
も
に
、
中
間
上
訴
を
認
め
る
規
定
も
追
加
し
て
い
る
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U
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憲
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こ
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判
決
に
は
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三
人
の
合
議
体
か
ら
全
員
法
廷
に
よ
る
判
断
を
求

め
る
イ
ー
ス
タ
ー
ブ
ル
ッ
ク
・
ポ
ズ
ナ
ー
・
マ
ニ
オ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
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.
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自
動
的
停
止
」
条
項
は
形
式
的
に
は
権
力
分
立
原
理
に
反
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
現
実
的
に
は
判
決
の
執
行
を
停
止

し
、
か
つ
司
法
府
の
独
立
と
適
正
手
続
の
基
礎
と
な
る
自
由
闊
達
な
討
議
を
侵
す
の
で
、
司
法
権
を
不
当
に
貶
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る
も
の
と
し
て
違
憲
で
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と
判
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し
た
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連
邦
最
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裁
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下
級
審
の
記
録
か
ら
は
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の
点
の
事
実
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
、
具
体
的
判
断
に
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。Id

.
a
t
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続
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を
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所
は
、
判
決
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刑
務
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訴
訟
改

革
法
の
終
了
手
続
を
経
過
し
た
場
合
に
予
想
さ
れ
る
混
乱
に
言
及
し
て
い
る
。Id

.
a
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H
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u
p
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T
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被
告
が
「
迅
速
な
終
了
」
を
求
め
た
一
九
九
九
年
五
月
五
日
か
ら
、
一
九
九
九
年
一
月
か
ら
二

月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
証
拠
に
関
す
る
審
理
に
基
づ
く
二
〇
〇
一
年
六
月
一
八
日
の
判
決
ま
で
に
は
、
二
年
の
歳
月
が
経
っ
て
い
た
。
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四

弁
護
士
費
用
の
回
収
へ
の
制
約

本
節
で
は
、
一
九
八
三
条
訴
訟
で
勝
訴
し
た
囚
人
原
告
に
よ
る
弁
護
士
費
用
の
回
収
に
、
上
限
を
設
け
た
改
革
法
の
条
項
を
扱
う
。

同
法
が
囚
人
原
告
の
み
を
対
象
に
制
約
を
課
し
て
い
る
た
め
、
囚
人
に
対
す
る
平
等
保
護
を
問
題
と
す
る
憲
法
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
や
や
構
成
を
変
え
、Jo

h
n
so
n v
.
D
a
ley

と
い
う
具
体
的
事
件
に
焦
点
を
当
て
る
形
で
、
こ
の
条
項
を
め
ぐ

る
判
例
法
の
展
開
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
こ
の
条
項
の
合
憲
性
の
判
断
枠
組
み
は
ほ
ぼ
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
具

体
的
な
合
憲
性
判
断
に
お
い
て
連
邦
地
裁
と
連
邦
上
訴
裁
の
間
で
厳
し
い
対
立
の
見
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。

条
文
とJo

h
n
so
n

事
件
の
経
緯

一
九
八
三
条
訴
訟
を
含
む
市
民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
訴
訟
で
勝
訴
し
た
当
事
者
は
、
連
邦
制
定
法
（42 U

.S
.C
.
1988

）

に
よ
り
、

合
理
的
な
額

の
弁
護
士
費
用
を
敗
訴
当
事
者
に
対
し
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
市
民
的
権
利
へ
の
侵
害
の
被

害
者
の
多
く
が
高
額
の
弁
護
士
費
用
を
支
払
え
な
い
現
実
に
照
ら
し
、
実
体
的
権
利
が
画
餅
に
帰
さ
ぬ
よ
う
に
と
す
る
規
定
で
あ
る
。

合
理
的
な
訴
訟
費
用
と
は
、

原
告
の
事
件
を
有
名
な
弁
護
士
が
引
き
受
け
る
よ
う
に
導
く
に
足
る
だ
け
の
額
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
超

え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。

改
革
法
は
、
爆
発
的
に
増
加
し
た
囚
人
の
訴
訟
を
抑
制
す
る
た
め
、
以
下
の
規
定
に
よ
り
弁
護
士
費
用
の
請
求
を
制
限
し
た
。

⑴

す
べ
て
の
拘
置
所
、
刑
務
所
そ
の
他
矯
正
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
囚
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
訴
え
で
あ
っ
て
、
弁
護
士

費
用
が
﹇42 U

.S
.C
.

1988

﹈
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
費
用
は
、
以
下
の
限
度
を
超
え
る
限
り
に

お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

費
用
が
、
当
該
費
用
の
回
収
を
根
拠
付
け
る
制
定
法
上
の
原
告
の
権
利
が
現
実
に
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
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め
、
直
接
的
か
つ
合
理
的
に
生
じ
た
こ
と
。

ⅰ

費
用
の
額
が
、
当
該
侵
害
に
対
す
る
判
決
に
お
け
る
救
済
と

衡
す
る
関
係
に
あ
る
か
、
又
は

ⅱ

費
用
が
、
当
該
侵
害
に
対
し
て
命
じ
ら
れ
た
救
済
手
段
を
実
現
す
る
た
め
、
直
接
的
か
つ
合
理
的
に
生
じ
た
こ

と
。

⑵

⑴
項
に
定
め
る
訴
訟
に
お
い
て
金
銭
賠
償
を
命
ず
る
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
当
該
判
決
の
一
部

二
五
％
を
超
え
な
い

は
、
被
告
か
ら
回
収
さ
れ
る
べ
き
弁
護
士
費
用
の
支
払
い
に
充
当
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
護
士
費
用
の
回
収
額
が
当

該
判
決
額
の
一
五
〇
％
を
超
え
な
い
場
合
に
お
い
て
、
被
告
は
充
当
分
超
過
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

⑴
項
に
定
め
る
訴
訟
に
お
け
る
単
位
時
間
当
た
り
弁
護
士
費
用
の
回
収
額
は
、
裁
判
所
の
任
命
す
る
弁
護
士
に
対
す
る
支
払

額
と
し
て
﹇18 U

.S
.C
.
3006A

﹈
に
定
め
る
単
位
時
間
当
た
り
の
弁
護
士
費
用
額
の
一
五
〇
％
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

⑷

本
条
の
定
め
は
、
囚
人
が
、
本
条
に
定
め
る
額
を
超
え
る
額
の
弁
護
士
費
用
を
支
払
う
旨
の
合
意
を
結
ぶ
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
たC

ed
ric Jo

h
n
so
n

は
、
刑
務
所
の
医
師
を
相
手
取
り
一
九
八
三
条
訴
訟
を
提
起
し
、

原
告
の
肝
臓
病
が
末
期
症
状
を
呈
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
肝
臓
移
植
の
適
性
を
評
価
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
は
、
原
告
の
第
八
修
正

上
の
権
利
の
侵
害
だ
と
主
張
し
た
。
陪
審
審
理
を
経
て
原
告
勝
訴
の
評
決
が
確
定
し
、
原
告
は
一
万
ド
ル
の
通
常
損
害
賠
償
と
、
三
万

ド
ル
の
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
獲
得
し
た
。
囚
人
に
よ
る
訴
訟
の
圧
倒
的
大
多
数
は
、
本
人
訴
訟
に
よ
っ
て
追
行
さ
れ
る
が
、
こ
の
事
件

は
そ
の
中
で
弁
護
士
が
原
告
を
代
理
し
た
数
少
な
い
事
件
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
囚
人
に
よ
る
訴
訟
が
ト
ラ
イ
ア
ル
ま
で
進
む
こ
と
も
稀

で
あ
る
が
、
こ
の
訴
訟
は
困
難
を
越
え
陪
審
審
理
で
勝
訴
判
決
を
得
た
稀
有
な
事
例
だ
と
い
え
る
。

原
告
は42 U

.S
.C
.

1988

に
基
づ
き
、
被
告
に
対
し
九
万
二
八
八
七
ド
ル
二
〇
セ
ン
ト
の
弁
護
士
費
用
を
請
求
し
た
。
こ
の
額
は
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改
革
法
の
課
し
た
弁
護
士
費
用
の
制
限
を
越
え
た
。
し
か
し
、
連
邦
地
裁
は
、
同
法
に
よ
る
制
限
の
一
部
が
連
邦
憲
法
第
五
修
正
の
平

等
保
護
条
項
に
反
し
違
憲
無
効
だ
と
し
て
、
妥
当
な
弁
護
士
費
用
を
八
万
ド
ル
と
認
定
、
う
ち
二
〇
〇
ド
ル
を
判
決
額
か
ら
充
当
し
、

残
り
七
万
九
八
〇
〇
ド
ル
を
支
払
う
よ
う
被
告
に
命
じ
た
。

被
告
と
訴
訟
参
加
し
た
連
邦
政
府
は
、
当
該
条
項
の
合
憲
性
を
主
張
し
て
、
第
七
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
へ
上
訴
し
た
。
二
〇
〇
一
年

四
月
一
九
日
、
通
常
の
三
人
の
合
議
体
に
て
口
頭
弁
論
が
開
か
れ
た
が
、
結
論
が
出
ず
、
二
〇
〇
三
年
四
月
八
日
、
全
員
法
廷
に
お
い

て
再
び
口
頭
弁
論
が
開
か
れ
た
。
同
八
月
一
九
日
、
五
人
の
裁
判
官
に
よ
る
相
対
多
数
意
見
、
一
人
の
同
意
意
見
、
五
人
の
裁
判
官
に

よ
る
少
数
意
見
か
ら
な
る
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、
そ
の
中
で
問
題
の
条
項
は
合
憲
と
判
断
さ
れ
、
連
邦
地
裁
の
判
決
は
破
棄
・
差
戻
と

な
っ
た
。
連
邦
地
裁
は
こ
れ
を
受
け
て
新
た
に
訴
訟
費
用
額
を
計
算
し
、
四
万
五
二
一
七
ド
ル
八
一
セ
ン
ト
の
支
払
い
を
被
告
に
命

じ
た
。

Joh
n
son

を
含
む
い
く
つ
か
の
裁
判
で
合
憲
性
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
弁
護
士
費
用
の
回
収
総
額
を
判
決
額
の
一
・
五
倍
に
限
定

し
た
⑵
項
と
、
弁
護
士
費
用
の
単
位
時
間
当
た
り
の
額
を
裁
判
所
の
任
命
す
る
刑
事
弁
護
人
の
場
合
の
一
・
五
倍
に
限
定
し
た
⑶
項
で

あ
る
。
一
九
八
三
条
訴
訟
で
の
勝
訴
原
告
の
中
で
、
囚
人
原
告
の
み
を
区
別
し
、
弁
護
士
費
用
の
回
収
を
制
約
す
る
の
は
、
連
邦
憲
法

第
五
修
正
の
平
等
保
護
条
項
の
下
で
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

Joh
n
son

に
至
る
ま
で
の
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
合
憲
性
判
断
枠
組
の
生
成

刑
務
所
訴
訟
改
革
法
の
成
立
後
、
条
項
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
る
以
前
か
ら
、
下
級
審
裁
判
所
で
は
そ
の
適
用
範
囲
を
制
限
的
に
解

す
る
判
決
が
見
ら
れ
た
。

原
告
囚
人
が
一
九
八
三
条
訴
訟
に
お
い
て
ト
ラ
イ
ア
ル
を
経
て
一
ド
ル
の
名
目
的
賠
償
を
認
め
ら
れ
た
事
件
で

連
邦
地
裁
の
中
に

は
、
名
目
的
賠
償
は
改
革
法
に
定
め
る
「
金
銭
賠
償
」
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
判
断
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
争
点
に
つ
い
て
の
判
決
は
現
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在
の
と
こ
ろ
限
ら
れ
て
い
る
が
、
連
邦
最
高
裁
や
多
く
の
巡
回
区
の
連
邦
上
訴
裁
は
未
だ
判
断
を
下
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
改
革
法
施
行
以
前
に
弁
護
士
が
受
任
し
た
事
件
に
お
い
て
、
同
条
項
の
遡
及
適
用
を
否
定
す
る
下
級
審
判
決
も
現
れ
た
。
こ

の
点
は
連
邦
上
訴
裁
で
判
断
が
分
か
れ
、
同
法
施
行
以
前
に
提
供
さ
れ
た
法
的
サ
ー
ビ
ス
に
も
遡
及
適
用
し
た
判
決
が
あ
る
一
方
で
、

同
法
施
行
以
前
か
ら
係
属
し
て
い
る
訴
訟
に
関
し
て
は
一
切
適
用
に
な
ら
な
い
と
適
用
範
囲
を
狭
く
解
釈
し
た
裁
判
所
も
存
在
し
た
。

更
に
別
の
連
邦
上
訴
裁
は
、
改
革
法
の
施
行
日
以
前
の
法
的
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
適
用
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
以
降
の
サ
ー
ビ
ス
に
対

し
て
は
、
同
法
施
行
以
前
に
弁
護
士
が
受
任
し
た
訴
訟
に
も
適
用
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
た
。
連
邦
最
高
裁
は
一
九
九
九
年
、
こ
の
最

後
の
見
解
を
採
用
し
、
連
邦
上
訴
裁
間
の
対
立
を
解
消
し
た
。

こ
の
点
に
連
邦
最
高
裁
が
判
断
を
示
し
た
頃
か
ら
、
下
級
審
で
は
こ
の
条
項
の
合
憲
性
が
新
た
な
争
点
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。
市

民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
訴
訟
に
お
い
て
、
囚
人
原
告
に
よ
る
訴
訟
に
関
し
て
の
み
弁
護
士
費
用
の
回
収
を
制
約
す
る
こ
と

が
、
連
邦
憲
法
第
五
修
正
の
保
障
す
る
法
の
下
の
平
等
保
護
に
反
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
声
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
西
部
地
区
連
邦
地
裁
でJoh

n
son

判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
に
、
す
で
に
六
つ
の
巡
回
区
が
こ
の
点
に
つ
い
て
判

断
し
、
上
訴
審
の
第
七
巡
回
区
で
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
に
新
た
に
も
う
一
つ
の
巡
回
区
が
判
断
を
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
連
邦
上
訴

裁
の
判
決
は
、
第
三
巡
回
区
を
除
い
て
す
べ
て
合
憲
の
判
断
で
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
第
三
巡
回
区
の
全
員
法
廷
で
は
合
憲
と
す

る
裁
判
官
と
違
憲
と
す
る
裁
判
官
が
同
数
に
分
か
れ
合
憲
性
に
関
し
て
判
示
で
き
ず
、
第
七
巡
回
区
の
全
員
法
廷
も
一
人
の
裁
判
官
の

同
意
判
決
に
よ
る
僅
差
で
合
憲
判
断
を
下
し
、
第
六
巡
回
区
で
の
三
人
の
合
議
体
に
よ
る
判
決
に
も
反
対
意
見
が
付
さ
れ
る
な
ど
、
表

面
上
の
一
貫
性
の
下
に
は
先
鋭
な
対
立
が
あ
っ
た
。
更
に
こ
れ
ら
の
連
邦
上
訴
裁
の
原
審
で
は
、
四
つ
の
連
邦
地
裁
が
同
条
項
の
適
用

を
否
定
し
、
三
つ
の
裁
判
所
が
同
条
項
を
違
憲
と
結
論
し
て
お
り
、
問
題
の
条
項
を
文
言
ど
お
り
適
用
し
た
の
は
第
十
一
巡
回
区
の
原

審
だ
け
だ
っ
た
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
条
項
で
の
囚
人
原
告
と
自
由
人
原
告
と
の
区
別
は
、
言
論
や
集
会
の
自
由
の
よ
う
な
基
本
的
人
権
を
制
約
し
た
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り
、
人
種
に
基
づ
く
よ
う
な
「
平
等
保
護
違
反
の
疑
い
の
強
い
区
別su

sp
ect cla

ssifica
tio
n

」
に
あ
た
っ
た
り
し
な
い
た
め
、
高

度
の
審
査
基
準
に
服
し
な
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
連
邦
最
高
裁
の
憲
法
判
例
で
も
、
改
革
法
の
合
憲
性
を
争
っ
た
諸
判
決
で
も
一
貫
し

て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
争
点
は
、
改
革
法
の
弁
護
士
費
用
の
回
収
を
制
限
す
る
条
項
と
、
正
統
な
統
治
上
の
利
益
と
の
合
理
的

な
関
連
性
で
あ
る
。

合
憲
判
断
を
下
し
た
判
決
と
違
憲
判
断
を
下
し
た
判
決
と
が
厳
し
く
対
立
し
た
の
は
、
む
し
ろ
合
理
性
基
準
の
具
体
的
適
用
の
局
面

だ
っ
た
。
合
理
性
基
準
は
、
社
会
経
済
規
制
立
法
に
対
す
る
違
憲
立
法
審
査
に
お
い
て
立
法
府
の
判
断
を
尊
重
す
る
判
断
基
準
と
し

て
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
確
立
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
の
連
邦
最
高
裁
の
態
度
は
、
一
定
の
変
遷
を
示

し
て
き
た
。
こ
こ
で
双
方
の
立
場
は
、
時
代
ご
と
に
ぶ
れ
る
連
邦
最
高
裁
判
例
か
ら
、
司
法
審
査
の
積
極
性
に
つ
い
て
、
異
な
る
命
題

を
引
き
出
し
て
い
た
。

合
憲
判
断
を
下
し
た
判
決
が
主
に
依
拠
す
る
の
は
、
司
法
消
極
主
義
の
立
場
が
力
を
得
た
一
九
九
〇
年
代
前
半
のH

eller v
.
D
o
e

F
C
C
 
v
.
B
ea
ch

C
o
m
m
u
n
ica
tio
n
s

やN
o
rd
lin
g
er v

.
H
a
h
n

と
い
っ
た
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
か
ら
は
、

制
定
法
上
の

区
別
に
は
、
高
度
の
合
憲
性
の
推
定
が
働
き
、
裁
判
所
は
当
該
区
別
に
合
理
的
な
根
拠
を
与
え
う
る
事
実
を
合
理
的
に
想
定
で
き
る
の

で
あ
れ
ば
、
合
憲
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
合
憲
性
の
推
定
と
裁
判
所
の
謙
抑
性
、

司
法
府
に
は
、
立
法
府
の

選
択
が
賢
明
か
、
公
正
か
、
あ
る
い
は
論
理
的
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
役
割
が
託
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
た
立
法
府
の
判

断
の
優
越
性
、

立
法
府
に
は
、
制
定
法
の
基
礎
と
な
る
目
的
・
正
当
化
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て

も
要
求
さ
れ
な
い
」
と
い
う
立
法
府
の
自
由
裁
量
、
と
い
っ
た
原
則
が
導
か
れ
て
い
る
。
訴
訟
活
動
に
関
し
て
も
、

制
定
法
の
違
憲

性
を
主
張
す
る
原
告
が
、
想
定
し
う
る
す
べ
て
の
根
拠
に
関
し
て
、
当
該
制
定
法
の
合
理
性
の
欠
如
を
示
す
重
い
負
担
を
負
う

」
と

し
て
違
憲
を
主
張
す
る
原
告
に
論
証
の
負
担
を
課
す
一
方
、

政
府
は
、
制
定
法
に
お
け
る
区
別
の
合
理
性
を
主
張
す
る
に
当
た
り
、

根
拠
と
な
る
証
拠
を
提
出
す
る
一
切
の
義
務
を
負
わ
ず
、
合
理
的
な
推
測
で
あ
れ
ば
証
拠
も
経
験
則
上
の
デ
ー
タ
の
裏
づ
け
も
一
切
な
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い
推
測
に
完
全
に
依
拠
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る

」
と
し
て
政
府
側
の
負
担
を
軽
減
し
て
い
る
。

合
理
性
の
基
準
は
、
古
く
か
ら
あ
る
判
断
基
準
な
の
で
、
謙
抑
的
な
判
断
基
準
を
導
く
の
に
一
九
九
〇
年
代
の
判
例
に
の
み
依
拠
す

る
必
要
は
な
い
。
一
九
五
〇
｜
六
〇
年
代
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
合
憲
性
判
断
基
準
か
ら
も
、
上
記
と
同
様
の
謙
抑
性
の
原
則
が

導
か
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
違
憲
判
断
を
下
し
た
判
決
の
多
く
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
判
例
を
引
用
し
て
立
法
府
の
判
断
を
尊
重
す
る
原
則
を
確
認

し
な
が
ら
も
、
合
理
性
を
実
質
的
に
審
査
す
べ
き
場
合
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
最
も
重
視
さ
れ
る
判
決
が
、
一
九

八
五
年
のC

ity o
f C

leb
u
rn
e,
T
ex
.
v
.
C
leb
u
rn
e L

iv
in
g C

tr.,
In
c.

で
あ
る
。
こ
の
判
決
か
ら
は
、

政
治
的
に
嫌
わ
れ
た
集
団

を
痛
め
つ
け
よ
う
と
す
る
議
会
に
お
け
る
欲
求
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
正
統
な
政
府
利
益
と
は
い
え
な
い

」
「
政
府
の
採
用
す
る
制
定

法
上
の
区
別
は
、
恣
意
的
あ
る
い
は
非
合
理
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
ま
で
に
立
法
目
的
と
の
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
っ
た
、
具
体
的
な
合
理
性
の
基
準
の
判
断
原
則
が
導
か
れ
て
い
る
。

C
ity of C

lebu
rn
e

は
、
精
神
障
害
者
に
関
す
る
平
等
保
護
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
形
式
的
に
は
合
理

性
判
断
基
準
を
取
り
な
が
ら
も
、
州
政
府
の
措
置
が
平
等
条
項
違
反
に
な
る
と
判
断
し
た
。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
は
比
較
的
厳
格
な
立

法
審
査
を
行
っ
た
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
の
合
憲
性
判
断
に
お
い
て
、
合
憲
判
断
を
導
い
た
判
決
が
依
拠
し

た
一
九
九
〇
年
代
の
判
決
は
、C

ity
 
of
 
C
lebu

rn
e

以
来
の
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
合
理
性
判
断
が
積
極
化
し
て
き
た
傾
向
に
対
し

て
、
立
法
府
や
行
政
府
の
判
断
を
尊
重
す
る
立
場
を
明
確
に
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
う
け
、C

ity of C
lebu

rn
e

の

積
極
姿
勢
は
か
な
り
制
約
さ
れ
た
と
い
え
る
が
、
下
級
審
で
は
平
等
保
護
条
項
違
反
の
判
断
に
際
し
て
未
だ
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
。

合
理
性
の
審
査
を
基
礎
付
け
る
判
示
も
、C

ity of C
lebu

rn
e

に
限
ら
れ
な
い
。
特
に
刑
務
所
改
革
訴
訟
の
合
憲
性
に
関
し
て
重
要

だ
っ
た
の
は
、
一
定
の
範
疇
の
訴
訟
当
事
者
に
の
み
手
続
上
の
金
銭
的
負
担
を
課
し
た
制
定
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
一
九
六
六
年
と
一

九
七
二
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
例
は
、
抽
象
的
な
判
断
原
則
に
つ
い
て
の
判
示
よ
り
も
具
体
的
な
類
推
可
能
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性
に
関
し
て
、
合
憲
・
違
憲
の
立
場
の
間
で
争
わ
れ
た
。

Joh
n
son

に
お
け
る
合
憲
性
判
断

連
邦
議
会
制
定
法
に
対
す
る
平
等
保
護
条
項
の
も
と
で
の
司
法
審
査
の
判
断
基
準
が
、
い
わ
ゆ
る
合
理
性
基
準
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
両
当
事
者
の
間
に
争
い
は
な
か
っ
た
。

合
理
性
基
準
の
も
と
で
合
憲
性
を
肯
定
す
る
に
は
、
問
題
の
制
定
法
の
条
項
が
架
空
の
統
治
上
の
利
益
の
一
つ
と
で
も
因
果
関
係
で

結
ば
れ
る
こ
と
を
論
ず
れ
ば
よ
い
。
逆
に
違
憲
判
断
に
至
る
に
は
、

え
う
る
す
べ
て
の
合
理
性
の
根
拠
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。Joh

n
son

ま
で
に
は
、
⑴
勝
ち
目
の
な
い
嫌
が
ら
せ
訴
訟
を
抑
止
す
る
、
⑵
取
る
に
足
ら
な
い
権
利
侵
害
に
基
づ
く
訴
訟
を
抑
制

す
る
、
⑶
州
・
連
邦
政
府
の
財
政
負
担
を
軽
減
す
る
、
⑷
州
政
府
に
よ
る
刑
務
所
運
営
に
対
す
る
連
邦
裁
判
所
の
介
入
を
抑
制
す
る
、

⑸
過
大
な
弁
護
士
費
用
請
求
を
防
止
す
る
、
と
い
っ
た
統
治
利
益
が
挙
が
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
も
と
で
最
も
激
し
く
争
わ
れ
た
の

は
、
勝
訴
判
決
を
得
ら
れ
て
も
係
争
額
が
小
さ
く
権
利
侵
害
と
し
て
取
る
に
足
ら
な
い
よ
う
な
訴
訟
を
抑
制
す
る
、
と
い
う
第
二
の
立

法
目
的
だ
っ
た
。
以
下
で
は
こ
の
根
拠
に
絞
り
、Joh

n
son

の
連
邦
地
裁
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
上
訴
審
の
第
七
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
の

相
対
多
数
意
見
と
反
対
意
見
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
対
比
し
て
み
る
。

違
憲
判
断
を
下
し
た
連
邦
地
裁
判
決
は
、C

ity
 
of
 
C
lebu

rn
e

に
依
拠
し
、

政
府
の
採
用
す
る
制
定
法
上
の
区
別
は
、
恣
意
的
あ

る
い
は
非
合
理
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
ま
で
に
立
法
目
的
と
の
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
判
断
基
準
を
設
定
し
た
。

そ
の
上
で
、
そ
も
そ
も

1988

の
も
と
で
も
、
裁
判
官
は
取
る
に
足
ら
な
い
権
利
侵
害
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
判
決
に
関
し
て
弁
護

士
費
用
の
回
収
を
認
め
な
い
と
し
て
、
問
題
の
立
法
目
的
は
問
題
の
条
項
と
合
理
的
な
連
関
を
持
た
な
い
と
判
断
し
た
。

さ
ら
に

連
邦
地
裁
に
よ
れ
ば
取
る
に
足
ら
な
い
権
利
侵
害
を
受
け
付
け
る
弁
護
士
な
ど
そ
も
そ
も
い
な
い

こ
の
結
論
は
、
具
体

的
な
訴
訟
の
文
脈
に
根
ざ
し
て
い
た
。
判
決
は
、
囚
人
に
よ
る
訴
訟
で
あ
っ
て
弁
護
士
の
代
理
が
つ
く
の
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
裁
判
所
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の
任
命
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
、
一
九
九
五
年
一
月
か
ら
九
九
年
九
月
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
の
連
邦
地
裁
に
お
い
て
二
・
五
％

の
事
件
で
し
か
任
命
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
実
に
触
れ
て
い
る
。
更
に
、
裁
判
官
の
三
〇
年
の
経
験
で
、
弁
護
士
に
よ
り
訴
訟
が
始
め

ら
れ
た
事
件
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
弁
護
士
費
用
の
救
済
に
制
約
が
な
け
れ
ば
、
弁
護
士
は
取
る
に
足
ら
な
い
権
利
侵

害
を
何
と
か
見
つ
け
て
弁
護
士
費
用
を
回
収
し
よ
う
と
無
数
の
訴
え
を
提
起
す
る
、

シ
ョ
ッ
ト
ガ
ン
」
戦
法
を
と
る
だ
ろ
う
と
す
る
、

合
憲
判
断
の
根
拠
と
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
憶
測
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
は
、
弁
護
士
費
用
に
対
す
る
制
約
の
影
響

が
重
大
な
権
利
侵
害
の
認
め
ら
れ
る
事
件
に
集
中
す
る
こ
と
を
雄
弁
に
語
る
。

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
連
邦
地
裁
は
、
囚
人
と
囚
人
以
外
の
者
と
を
区
別
し
た
制
定
法
と
、
正
当
な
統
治
利
益
と
の
間
の
関
連
性
を
否

定
し
た
。
そ
し
て
問
題
の
制
定
法
は
、
対
象
と
な
る
集
団
に
対
す
る
敵
意
を
体
現
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
違
憲
無

効
を
宣
言
し
た
。
し
か
し
こ
の
判
示
の
説
得
力
は
、
上
訴
審
で
は
反
対
意
見
を
動
か
す
に
留
ま
っ
た
。

こ
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
受
け
た
第
七
巡
回
区
連
邦
上
訴
裁
で
は
、
合
憲
性
に
関
す
る
判
断
手
法
が
中
心
的
争
点
と
な
っ
た
。
た

だ
し
、
第
七
巡
回
区
の
一
一
人
の
合
議
体
は
、
相
対
的
多
数
意
見
、
同
意
意
見
、
反
対
意
見
い
ず
れ
もC

ity
 
of
 
C
lebu

rn
e

に
依
拠

す
る
こ
と
を
避
け
た
。
先
の
一
九
九
〇
年
代
の
連
邦
最
高
裁
の
判
決
がC

ity
 
of
 
C
lebu

rn
e

よ
り
謙
抑
的
な
判
断
基
準
を
示
し
た
と

解
さ
れ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

相
対
多
数
意
見
に
よ
っ
て
合
憲
判
断
を
下
し
た
の
は
、
イ
ー
ス
タ
ー
ブ
ル
ッ
ク
裁
判
官
で
あ
る
。
同
裁
判
官
は
、
被
告
上
訴
人
さ
え

主
張
し
な
か
っ
た
観
点
を
取
り
、
判
断
枠
組
み
を
転
換
し
よ
う
と
試
み
た
。
同
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、

い
か
な
る
観
点
か
ら
見
て
平
等

か
」
を
問
い
直
す
と
囚
人
原
告
は
む
し
ろ
優
遇
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
自
由
人
が
本
件
の
原
告
と
同
様
に
医
療
過
誤
で
医
師
を

訴
え
た
場
合
に
は
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
場
合
で
も
、
政
府
系
病
院
の
場
合
の
連
邦
不
法
行
為
請
求
訴
訟
に
お
い
て
も
、
囚
人
原
告
に
よ

る
第
八
修
正
に
基
づ
く
請
求
の
よ
う
に
訴
訟
費
用
の
補
助
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
枠
組
み
は
、C

ity of C
lebu

rn
e

で
見

ら
れ
た
よ
う
な
、
審
査
基
準
を
巡
る
微
妙
な
議
論
を
回
避
す
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
巡
回
区
で
こ
れ
ま
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で
取
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
枠
組
み
は
、
合
議
体
の
過
半
数
の
支
持
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
同
意
意
見
の
示
し
た
、
一
九

九
〇
年
代
の
判
例
に
依
拠
し
た
従
来
ど
お
り
の
合
理
性
判
断
枠
組
が
、
以
後
第
七
巡
回
区
に
お
い
て
法
的
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
に

な
る
。

合
憲
判
断
の
立
場
か
ら
は
、
事
実
審
裁
判
官
の
経
験
に
裏
づ
け
ら
れ
た
論
拠
は
そ
も
そ
も

慮
対
象
外
に
な
る
。
弁
護
士
費
用
の
救

済
額
を
制
約
す
れ
ば
、
弁
護
士
は
勝
訴
し
て
も
救
済
額
の
小
さ
い
訴
訟
を
受
任
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
失
う
た
め
、
囚
人
原
告
は
本

人
訴
訟
を
追
行
し
な
い
限
り
訴
訟
を
諦
め
ざ
る
を
得
ず
、
訴
訟
の
数
が
抑
制
さ
れ
る
と
の
説
明
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

因
果
関
係
を
実
証
的
に
示
す
根
拠
は
な
く
、
ま
し
て
立
法
資
料
に
こ
の
「
立
法
目
的
」
は
現
れ
な
い
。
し
か
し
多
く
の
裁
判
所
は
、
議

会
が
そ
の
よ
う
に
意
図
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
仮
定
法
の
論
理
や
、
当
該
条
項
が
そ
の
よ
う
な
立
法
目
的
に
資
す
よ
う

に
見
え
る
と
い
っ
た
推
測
に
基
づ
き
、
条
項
の
合
理
性
を
認
め
て
い
る
。

イ
ー
ス
タ
ー
ブ
ル
ッ
ク
裁
判
官
の
相
対
多
数
意
見
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
一
〇
に
九
の
割
合
で
囚
人
が
嘘
を
つ
き
、
一
〇
に
一
の
割

合
で
看
守
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
と
仮
定
し
、
勝
訴
判
決
に
は
五
万
ド
ル
の
賠
償
と
、
一
五
万
ド
ル
の
訴
訟
費
用
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、

弁
護
士
の
つ
い
た
場
合
勝
率
二
〇
％
、
つ
か
な
い
場
合
勝
率
一
〇
％
と
仮
定
す
る
と
、
改
革
法
に
よ
り
囚
人
に
と
っ
て
の
訴
訟
の
期
待

価
値
は
一
万
ド
ル
か
ら
五
千
ド
ル
に
低
下
す
る
。

…
…
と
連
邦
議
会
が
仮
に
結
論
付
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
合
理
的
で
あ
る
」
と

イ
ー
ス
タ
ー
ブ
ル
ッ
ク
裁
判
官
は
結
論
付
け
た
。
反
対
意
見
は
、

相
対
多
数
意
見
は
、
怪
し
げ
な
議
論
を
並
べ
立
て
て
お
り
、
そ
れ

も
す
べ
て
の
囚
人
が
嘘
つ
き
だ
と
か
、
彼
ら
の
敗
訴
は
そ
れ
が
嘘
だ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
っ
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

大
雑
把
な
（
し
か
も
根
拠
の
な
い
）
一
般
論
が
ま
か
り
通
る
、
ま
し
て
や
判
決
文
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
な
ど
い
う
人
が
い
る
と
は
信

じ
ら
れ
な
い
」
と
呆
れ
て
い
る
。

反
対
意
見
は
、
相
対
多
数
意
見
の
判
断
枠
組
を
、
『
何
と
比
較
し
て
平
等
か

』
に
答
え
る
と
称
し
て
無
数
の
無
関
係
の
制
定
法
を

並
べ
立
て
て
好
き
勝
手
な
議
論
を
し
て
い
る
」
と
厳
し
く
批
判
し
た
。
そ
の
上
で
、
一
九
九
〇
年
代
の
判
例
に
依
拠
し
、

制
定
法
は
、
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そ
の
適
用
対
象
が
正
当
化
理
由
と
余
り
に
も
連
続
性
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
適
用
対
象
と
な
る
集
団
に
対
す
る
悪
意
以
外
で
は
説
明
で

き
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
合
理
性
基
準
を
満
た
さ
な
い

、

合
理
性
の
基
準
と
い
え
ど
も
、
制
定
法
の
対
象
と
す
る
問
題
の
現
実
に

何
ら
か
の
連
関
は
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
と
い
っ
た
原
則
を
引
き
出
し
て
い
る
。

こ
の
反
対
意
見
を
著
し
た
ロ
ヴ
ナ
ー
裁
判
官
は
、
日
常
的
に
囚
人
に
よ
る
訴
訟
の
現
実
に
直
面
し
て
い
る
連
邦
地
裁
裁
判
官
に
敬
意

を
表
す
形
で
、
些
細
な
訴
訟
に
弁
護
士
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
現
実
を
具
体
的
に
述
べ
た
事
実
審
の
判
示
を
、
か
な
り
の

長
さ
で
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弁
護
士
費
用
へ
の
制
約
の
持
つ
現
実
的
な
影
響
に
照
ら
し
て
、
制
定
法
の
設
け
た
区
別
と
そ
の
目

的
と
の
間
の
関
連
性
を
否
定
し
た
。
ま
た
、Joh

n
son

に
お
け
る
深
刻
な
権
利
侵
害
の
認
め
ら
れ
た
訴
え
へ
の
具
体
的
な
イ
ン
パ
ク
ト

は
、
問
題
の
制
定
法
の
非
合
理
性
の
主
張
に
説
得
力
を
与
え
た
。
原
告
は
、
結
果
的
に
被
告
医
師
の
意
図
的
な
無
関
心
に
よ
り
生
命
に

関
わ
る
重
大
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
に
も
関
ら
ず
、
原
告
の
依
頼
は
四
人
の
弁
護
士
に
断
わ
ら
れ
、
最
終
的
に
裁
判
所
に
よ
る
任
命
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
弁
護
士
も
、
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
の
規
定
で
は
、
依
頼
人
が
囚
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
低
額
の
費
用
し

か
回
収
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
弁
護
士
費
用
を
制
約
す
る
改
革
法
の
条
項
に
関
す
る
連
邦
上
訴
裁
レ
ベ
ル
で
の
判
決
に
お
い
て
は
、
囚
人
に
よ
る
訴

訟
の
現
実
を
丹
念
に
分
析
す
る
立
場
は
、
す
べ
て
少
数
意
見
に
留
ま
っ
た
。Joh

n
son

事
件
以
降
、
同
じ
争
点
に
つ
い
て
新
た
に
判
断

を
下
し
た
連
邦
上
訴
裁
は
存
在
し
な
い
。

小

括

弁
護
士
費
用
の
回
収
へ
の
制
約
は

市
民
的
権
利
へ
の
侵
害
を
主
張
す
る
原
告
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
と

裁
判
所
を
中
心
と
し

た
制
度
改
革
の
可
否
に
直
結
す
る
問
題
で
あ
る

本
項
の
観
察
は

大
き
く
見
て
、
条
項
の
合
憲
性
を
一
貫
し
て
維
持
す
る
連
邦
上
訴

裁
と
、
こ
れ
に
対
し
条
項
の
適
用
を
限
定
す
る
か
又
は
そ
の
合
憲
性
を
否
定
す
る
連
邦
地
裁
と
の
間
の
対
立
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
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き
る
。
事
実
審
に
よ
る
違
憲
判
決
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
例
え
ば
、
法
律
に
関
し
て
素
人
で
あ
り
な
が
ら
裁
判
に
よ
る
権
利
実
現
に

熱
心
な
囚
人
（ja

ilh
o
u
se la

w
y
er

と
呼
ば
れ
る
）
の
勝
訴
評
決
や
、
囚
人
に
よ
る
数
少
な
い
勝
利
評
決
を
主
宰
し
たJoh

n
son

の
よ
う

な
事
実
審
裁
判
所
の
判
決
だ
っ
た
。Joh

n
son

の
分
析
で
見
た
よ
う
に
、
上
訴
審
に
お
け
る
合
憲
性
判
断
の
主
要
な
争
点
は
、
現
実
を

踏
ま
え
て
連
邦
議
会
の
判
断
の
合
理
性
を
覆
す
事
実
審
の
論
理
に
、
ど
の
程
度
の
重
み
を
与
え
る
か
に
帰
着
し
た
。

ま
た
、
こ
こ
で
の
条
項
に
否
定
的
な
判
断
を
下
し
た
事
実
審
を
み
る
と
、
そ
こ
で
の
裁
判
官
は
他
の
刑
務
所
改
革
訴
訟
に
お
い
て
も

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、Joh

n
son

の
事
実
審
裁
判
官
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
西
部
地
区
で
同

州
の
新
型
刑
務
所
を
め
ぐ
る
憲
法
訴
訟
の
同
意
判
決
を
監
視
中
で
あ
る
。
ま
た
、
問
題
の
条
項
の
適
用
範
囲
を
厳
格
に
解
釈
し
た
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
北
部
地
区
と
ミ
シ
ガ
ン
東
部
地
区
の
連
邦
地
裁
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
大
型
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
刑
務
所
改
革
訴
訟

が
係
属
中
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
審
裁
判
所
で
の
判
断
が
、
弁
護
士
の
助
力
を
必
要
と
す
る
具
体
的
事
件
を
念
頭
に
出
さ
れ
た
こ
と

は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
本
項
で
観
察
し
た
の
は
、
こ
う
い
っ
た
事
実
審
で
の
具
体
的
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
個
別
の
判
決
の
集
積

と
、
制
定
法
の
合
憲
性
を
推
定
す
る
立
場
の
法
律
審
の
規
範
と
が
、
互
い
に
し
の
ぎ
を
削
る
さ
ま
だ
っ
た
と
い
え
る
。

L
y
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n S
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h
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T
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A
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A
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89 C
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L
IF
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L
.
R
E
V
.
999

2001

を
参
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。

42 U
.S
.C
.

1988
b

弁
護
士
費
用
。﹇42 U

.S
.C
.

1983
...

﹈
を
執
行
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
訴
訟
ま
た
は
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
そ
の
裁
量
に
基
づ

き
、
連
邦
政
府
を
の
ぞ
く
勝
訴
当
事
者p

rev
a
ilin

g p
a
rty

に
対
し
、
費
用
の
一
部
と
し
て
弁
護
士
費
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

」

S
im
p
so
n v

.
S
h
ea
h
a
n
,
104 F

.3d 998,
1002

7th C
ir.

1997
.

P
L
R
A

803
d
,
co
d
ified a

t 42 U
.S
.C
.
1997e

d
.

S
ee
,
Jo
h
n
so
n v

.
D
a
ley

,
117 F

.
S
u
p
p
.
2d 889,

892
W
.D
.
W
is.
2000

.

被
告
医
師
が
治
療
を
拒
む
間
、
原
告
囚
人
は
一
度
な
ら
ず
昏
睡
状
態
に
陥
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
命
へ
の
危
険
が
一
九
九
六
年
二
月
か
ら
一
九
九
九
年
六
月
ま
で
三
年
以
上
に
わ
た
り
放
置
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
総
計
四
万
ド
ル
の
損
害
賠

償
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
原
告
が
囚
人
で
な
か
っ
た
場
合
を
想
定
し
て
比
較
す
る
と
、
か
な
り
低
額
で
あ
る
。S

ee
,
Jo
h
n
so
n
 
v
.
D
a
ley

,
339 F

.3d
 
582,

606
7th

 
C
ir.

2003
R
o
v
en
er,

J.,
d
issen

tin
g
.
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S
ch
la
n
g
er,

In
m
ate L

itigation
,
su
pra n

o
te 24,

a
t 1609

14,
T
a
b
le II.D

.

二
〇
〇
〇
年
に
連
邦
地
方
裁
判
所
で
結
審
し
た
事
件
で
、
囚
人
の
市
民
的
自
由

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
は
、
九
五
・
六
％
が
本
人
訴
訟
で
あ
っ
た
。
同
時
期
、
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
の
本
人
訴
訟
の
割
合
は
二
七
・
六
％
、
囚
人
の
市
民
的
自
由

と
ヘ
イ
ビ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
を
除
い
た
全
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
、
一
〇
・
一
％
で
あ
る
。

S
ee,

id
.
a
t 1621

22.

一
九
九
五
年
に
連
邦
地
方
裁
判
所
で
判
決
に
よ
り
結
審
し
た
事
件
で
、
囚
人
の
市
民
的
自
由
に
基
づ
く
訴
訟
は
三
九
、〇
八
〇
件
あ
り
、
う

ち
八
二
％
が
ト
ラ
イ
ア
ル
に
至
る
以
前
に
棄
却
さ
れ
、
七
％
が
原
告
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
、
一
％
が
プ
レ
ト
ラ
イ
ア
ル
段
階
で
の
原
告
の
勝
訴
判
決
に
至
り
、
六
％
が

和
解
で
終
結
し
て
い
る
。
ト
ラ
イ
ア
ル
に
至
る
の
は
三
％
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
で
の
原
告
の
勝
率
は
一
〇
％
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
以
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
訴
訟
は
一
四
〇
、

一
三
六
件
あ
り
、
う
ち
三
二
％
が
ト
ラ
イ
ア
ル
以
前
に
棄
却
さ
れ
、
一
四
％
が
原
告
に
よ
り
取
り
下
げ
ら
れ
、
一
一
％
が
プ
レ
ト
ラ
イ
ア
ル
段
階
で
原
告
に
勝
訴
判
決
が

下
さ
れ
、
三
七
％
が
和
解
に
至
る
。
四
％
が
ト
ラ
イ
ア
ル
に
至
り
、
原
告
の
勝
率
は
四
五
％
で
あ
る
。Id

.
a
t 1598,

T
a
b
le II.B

.

原
告
側
弁
護
士
に
よ
れ
ば
、
⑵
項
で
は
、
判
決
額
の
一
五
〇
％
に
当
た
る
六
万
ド
ル
、
⑶
項
に
よ
れ
ば
、
三
万
六
四
五
一
ド
ル
五
〇
セ
ン
ト
で
あ
る
。
本
件
で
は
、

⑴
項
に
つ
い
て
は
当
事
者
に
争
い
が
な
か
っ
た
。

Jo
h
n
so
n v

.
D
a
ley

,
117 F

.
S
u
p
p
.
2d 889

W
.D
.
W
is.

2000
.

Jo
h
n
so
n v

.
D
a
ley

,
339 F

.3d 582
7th C

ir.
2003

en b
a
n
c
,
cert.

d
en
ied

,
158 L

.
E
d
.
2d 354,

124 S
.
C
t.
1654

2004
.

Jo
h
n
so
n v

.
D
a
ley

,
98

C
-518

C
,
2003 U

.S
.
D
ist.

L
E
X
IS 24172

W
.D
.
W
is.

S
ep
.
30,

2003
.

B
o
iv
in v

.
M
errill,

66 F
.
S
u
p
p
.
2d 50,

51
D
.
M
e.
1999

,
rev’d

 
su
b n

om
.,
B
o
iv
in v

.
B
la
ck
,
225 F

.3d 36
1st C

ir.
2000

;
F
o
u
lk v

.
C
h
a
rrier,

N
o
.
2:
89C

V
18

E
.D
.
M
o
.
A
u
g
.
25,

1999
u
n
p
u
b
lish

ed o
p
in
io
n
,
rev’d

,
262 F

.3d 687
8th C

ir.
2001

;
R
o
b
b
in
s v
.
C
h
ro
n
ister,

N
o
.
97

3489

D
JW

,
2002 U

.S
.
D
ist.

L
E
X
IS 3835

D
.
K
a
n
.
M
a
r.
1,
2002

.

A
lex

a
n
d
er S

.
v
.
B
o
y
d
,
113 F

.3d 1373,
1385

88
4th C

ir.
1997

,
cert.

d
en
ied

,
522 U

.S
.
1090

1998
;
M
a
d
rid v

.
G
o
m
ez,

150 F
.3d 1030

9th
 

C
ir.

1998
.

H
a
d
ix v

.
Jo
h
n
so
n
,
143 F

.3d 246
6th C

ir.
1998

.

B
lissett v

.
C
a
sey

,
147 F

.3d 218
2d C

ir.
1998

,
cert.

d
en
ied

,
527 U

.S
.
1034

1999
;
In
m
a
tes o

f D
.C
.
Ja
il v

.
Ja
ck
so
n
,
158 F

.3d 1357,
1360

D
C
 
C
ir.

1998
.

M
a
rtin v

.
H
a
d
ix
,
527 U

.S
.
343,

347
1999

.

M
a
d
rid v

.
G
o
m
ez,

190 F
.3d 990

9th C
ir.
1999

;
C
o
llin

s v
.
M
o
n
tg
o
m
ery C

o
u
n
ty B

d
.
o
f P

riso
n In

sp
ecto

rs,
176 F

.3d 679
3d C

ir.
1999

en b
a
n
c
,
cert.

d
en
ied

,
528 U

.S
.
1115

2000
;
B
o
iv
in v

.
B
la
ck
,
225 F

.3d 36,
46

1st C
ir.
2000

;
H
a
d
ix v

.
Jo
h
n
so
n
,
230 F

.3d 840,
847

6th C
ir.

2000
42 U

.S
.C
.

1997e
d

3

の
合
憲
性

;
W
a
lk
er v

.
B
a
in
,
257 F

.3d
 
660

6th
 
C
ir.

2001
42 U

.S
.C
.

1997e
d

2

の
合
憲
性

;
F
o
u
lk
 
v
.

C
h
a
rrier,

262 F
.3d 687

8th C
ir.

2001
.

Ja
ck
so
n v

.
S
ta
te B

d
.
o
f P

a
rd
o
n
s a

n
d P

a
ro
les,

331 F
.3d 790

11th C
ir.

2003
.

C
ollin

s,
176 F

.3d a
t 686.

そ
の
結
果
、
同
条
項
を
合
憲
と
し
た
下
級
審
の
判
断
が
維
持
さ
れ
た
。S

ee
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C
o
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一
般
市

民
に
も
政
治
家
に
も
一
般
に
嫌
わ
れ
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集
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な
の
で
、
政
治
過
程
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差
別
が
是
正
さ
れ
得
る
、
と
い
う
合
理
性
基
準
の
一
般
的
な
正
当
化
は
困
難
で
あ
る
。S

ee
,

W
a
lk
er v

.
B
a
in
,
65 F

.
S
u
p
p
.
2d 591,

601
02

E
.D
.
M
ich

.
1999

;
B
ra
n
h
a
m
,
su
pra n

o
te 126,

a
t 1016

17.

S
ee
,
W
est C

o
a
st H

o
tel C

o
.
v
.
P
a
rrish

,
300 U

.S
.
379

1973
;
U
n
ited S

ta
tes v

.
C
a
ro
len

e P
ro
d
u
cts C

o
.,
304 U

.S
.
144,

153 n
.4

1938
.

509 U
.S
.
312

1993
.

508 U
.S
.
307

1993
.

505 U
.S
.
1
1992

.

M
ad
rid

,
190 F

.3d a
t 996 n

.8;
B
oivin

,
225 F

.3d a
t 44

citin
g B

each C
om
m
u
n
ication

s,
508 U

.S
.
a
t 313

;
H
ad
ix
,
230 F

.3d a
t 843;

W
alker

,

257 F
.3d a

t 668;
Jackson

,
331 F

.3d a
t 797

citin
g H

eller
,
509 U

.S
.
a
t 319

20
.

B
oivin

,
225 F

.3d a
t 43

citin
g B

each C
om
m
u
n
ication

s,
508 U

.S
.
a
t 313

;
M
ad
rid

,
190 F

.3d a
t 996;

H
ad
ix
,
230 F

.3d a
t 846;

W
alker

,
257

 
F
.3d a

t 670;
Joh

n
son

,
389 F

.3d a
t 587

citin
g H

eller
,
509 U

.S
.
a
t 319

.

M
ad
rid

,
190 F

.3d a
t 996 n

.7;
H
ad
ix
,
230 F

.3d a
t 843

citin
g N

ord
lin
ger

,
515 U

.S
.
a
t 15

;
Jackson

,
331 F

.3d a
t 798 n

.14
citin

g H
eller

,

509 U
.S
.
a
t 320

.

M
ad
rid

,
190 F

.3d
 
a
t 996;

B
oivin

,
225 F

.3d
 
a
t 44;

H
ad
ix
,
230 F

.3d
 
a
t 843;

W
alker

,
257 F

.3d
 
a
t 668

citin
g
 
H
eller

,
509 U

.S
.
a
t 320;

L
eh
n
h
a
u
sen v

.
L
a
k
e S

h
o
re A

u
to P

a
rts C

o
.,
410 U

.S
.
356,

364
1973

.

M
ad
rid

,
190 F

.3d a
t 996;

H
ad
ix
,
230 F

.3d a
t 843;

W
alker

,
257 F

.3d a
t 668;

Joh
n
son

,
389 F

.3d a
t 587

citin
g B

each C
om
m
u
n
ication

s,
508

 
U
.S
.
a
t 315

.

M
cD
o
n
a
ld v

.
B
d
.
o
f E

lectio
n C

o
m
m
’rs,

394 U
.S
.
802,

809
1969

;
W
illia

m
so
n v

.
L
ee O

p
tica

l o
f O

k
la
.,
In
c.,

348 U
.S
.
483

1955
.
L
ee

 
O
ptical

は
、
連
邦
最
高
裁
が
立
法
府
に
よ
る
経
済
的
規
制
に
対
す
る
司
法
審
査
に
最
も
消
極
的
だ
っ
た
時
期
の
判
決
だ
と
さ
れ
る
。
更
にM

cD
on
ald

は
ウ
ォ
ー
レ
ン

裁
判
官
の
執
筆
し
た
判
決
の
中
に
あ
っ
て
、
立
法
府
に
対
し
て
最
大
限
の
謙
譲
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。G

E
R
A
L
D
 
G
U
N
T
H
E
R
&

K
A
T
H
L
E
E
N
 
M
.
S
U
L
L
IV
A
N
,

C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L L

A
W
,
641

43
13th ed

.
1997

.

S
ee e.g

.,
W
alker

,
65 F

.
S
u
p
p
.
2d a

t 600
citin

g N
ord

lin
ger

,
505 U

.S
.
a
t 10;

H
eller

,
509 U

.S
.
a
t 320

.

473 U
.S
.
432

1985
.
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W
alker

,
65 F

.
S
u
p
p
.
2d a

t 600
citin

g C
ity of C

lebu
rn
e
,
473 F

.3d a
t 446

47
.

W
alker

,
257 F

.3d a
t 679

D
a
u
g
h
trey

,
J.,
d
issen

tin
g
;
W
alker

,
65 F

.
S
u
p
p
.
2d a

t 600
citin

g C
ity of C

lebu
rn
e
,
473 F

.3d a
t 446

.

S
ee gen

erally,
e.g

.,
G
U
N
T
H
E
R
&
S
U
L
L
IV
A
N
,
su
pra n

o
te 157,

a
t 628

35;
R
ich

a
rd B

.
S
a
p
h
ire,

E
qu
al P

rotection
,
R
ation

al B
asis R

eview
,
an
d

 
th
e Im

pact of C
leb

u
rn
e L

iv
in
g C

en
ter,

In
c.,
88 K

Y
.
L
.J.
591

1999
;
A
lfo
n
so M

a
d
rid
,
C
o
m
m
en
t:
R
ation

al B
asis R

eview
 
G
oes B

ack to th
e

 
D
en
tist’s C

h
air:

C
an
 
th
e T

ooth
less T

est of H
eller v

.
D
o
e K

eep G
ays in

 
th
e M

ilitary?
,
4 T

E
M
P
.
P
O
L
.
&
C
IV
.
R
T
S.
L
.
R
E
V
.
167,

168
1994

.

S
ee
,
S
a
p
h
ire,

su
pra n

o
te 162,

a
t 622 n

.145.

Id
.
a
t 616

17.

R
in
a
ld
i v
.
Y
ea
g
er,

384 U
.S
.
305

1966
;
L
in
d
sey v

.
N
o
rm
et,

405 U
.S
.
56

1972
.

C
om
pare,

B
oivin

,
225 F

.3d 44
45,

w
ith
,
Joh

n
son

,
339 F

.3d a
t 616

19
R
o
v
n
er,

J.,
d
issen

tin
g
;
W
alker

,
65 F

.
S
u
p
p
.
2d a

t 602
03.

Joh
n
son

,
117 F

.
S
u
p
p
.
2d
,
a
t 894;

Joh
n
son

,
339 F

.3d a
t 586;

id
.
a
t 610

R
o
v
n
er,

J.,
d
issen

tin
g
;
B
rief fo

r D
efen

d
a
n
t-A

p
p
ella

n
t a

n
d

 
In
terv

en
o
r-A

p
p
ella

n
t,
14

15.

S
ee,

Joh
n
son

,
339 F

.3d a
t 610.

第
一
の
、
勝
ち
目
の
な
い
嫌
が
ら
せ
訴
訟
を
抑
止
す
る
目
的
は
、

1988

が
勝
訴
し
た
判
決
に
し
か
弁
護
士
費
用
の
回
収
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
合
理

性
は
殆
ど
の
場
合
否
定
さ
れ
て
い
る
。H

ad
ix
,
230 F

.3d a
t 844 n

.3;
bu
t see,

M
ad
rid

,
190 F

.3d a
t 996.

囚
人
原
告
が
直
接
弁
護
士
を
依
頼
す
る
場
合
で
も
、
裁

判
所
が
任
命
す
る
場
合
で
も
、
弁
護
士
が
勝
ち
目
の
な
い
嫌
が
ら
せ
訴
訟
に
お
い
て
資
力
の
な
い
囚
人
の
弁
護
を
引
き
受
け
る
と
は

え
ら
れ
な
い
の
で
、
問
題
の
条
項

は
、
論
理
的
に

え
て
勝
ち
目
の
な
い
訴
訟
抑
止
の
立
法
目
的
に
資
す
る
と
は
い
え
な
い
。
第
四
・
第
五
の
統
治
利
益
は
、
違
憲
性
を
主
張
す
る
側
は
論
駁
し
て
い
る

が
、
合
憲
性
を
主
張
す
る
側
は
特
に
重
視
す
る
論
点
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

Joh
n
son

,
117 F

.
S
u
p
p
.
2d a

t 894
95

citin
g C

ity of C
lebu

rn
e
,
473 F

.3d a
t 446

.

Id
.
a
t 900.

Id
.
a
t 898.

Jackson
,
311 F

.3d a
t 798;

H
ad
ix
,
230 F

.3d a
t 845.

Joh
n
son

,
117 F

.
S
u
p
p
.
2d a

t 902
03.

こ
の
判
示
は
、
第
六
巡
回
区
上
訴
裁
判
所
で
も
、
反
対
意
見
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。W

alker
,
257 F

.3d a
t 676

77.

相
対
多
数
意
見
は
、C

ity of C
lebu

rn
e

に
よ
っ
て
も
、
平
等
保
護
条
項
の
下
で
の
合
憲
判
断
に
際
し
合
理
性
の
基
準
よ
り
高
度
の
審
査
基
準
を
採
用
し
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
に
留
ま
る
。S

ee,
Joh

n
son

,
339 F

.3d a
t 587,

citin
g U

n
iv
.
o
f A

la
.
v
.
G
a
rrett,

531 U
.S
.
356,

366
67

2001
.

Joh
n
son

,
339 F

.3d a
t 587

91.

Id
.
a
t 598

600
R
ip
p
le,J.,co

n
cu
rrin

g
.

相
対
多
数
意
見
も
、
予
備
的
に
一
九
八
三
条
訴
訟
原
告
と
い
う
範
疇
内
の
区
別
の
問
題
の
合
憲
性
を
分
析
し
、
合
理

的
根
拠
に
基
づ
く
区
別
で
平
等
保
護
条
項
に
反
し
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。Id

.
a
t 591

96
E
a
sterb

ro
o
k
,
J.
.
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Jackson
,
311 F

.3d a
t 798;

W
alker

,
257 F

.3d a
t 668

69;
H
ad
ix
,
230 F

.3d a
t 845.

S
ee,

e.g.,
H
ad
ix
,
230 F

.3d a
t 844

85
“th

e ca
p d

o
es a

p
p
ea
r to b

e ra
tio
n
a
lly rela

ted to th
e
...g

o
a
l o
f d
ecrea

sin
g m

a
rg
in
a
l o
r triv

ia
l

 
la
w
su
its.”

“C
o
n
g
ress co

u
ld ra

tio
n
a
lly in

ten
d th

e P
L
R
A
’s a

tto
rn
ey fee ca

p to p
ro
v
id
e a co

u
n
ter-b

a
la
n
ce to a p

riso
n
er’s n

u
m
ero

u
s in

cen
tiv
e

 
to
 
litig

a
te,...”

;
Jackson

,
311 F

.3d
 
a
t 798

“A
p
p
a
ren

tly
,
b
y
 
en
a
ctin

g
1997e

d
,
C
o
n
g
ress in

ten
d
ed
 
to
 
d
ecrea

se m
a
rg
in
a
l o

r triv
ia
l

 
la
w
su
its.”

;
B
oivin

,
225 F

.3d a
t 44

“C
o
n
g
ress m

a
y h

a
v
e b

eliev
ed th

a
t a
t lea

st so
m
e p

riso
n
ers w

o
u
ld a

b
a
n
d
o
n th

eir cla
im
s if th

ey co
u
ld

 
n
o
t secu

re th
e serv

ices o
f a
n a

tto
rn
ey
.”
.

具
体
的
な
計
算
に
つ
い
て
は
、Joh

n
son

,
a
t 594

595.

Id
.
a
t 595

“
o
r so C

o
n
g
ress ra

tio
n
a
lly co

u
ld co

n
clu

d
e.”

.

Id
.
a
t 606

R
o
v
n
er,

J.,
d
issen

tin
g
.

Id
.
a
t 601

R
o
v
n
er,

J.,
d
issen

tin
g
.

Id
.
a
t 608

09,
615

R
o
v
n
er,

J.,
d
issen

tin
g
,
citin

g R
o
m
er v

.
E
v
a
n
s,
517 U

.S
.
620,

632
1996

;
H
eller

,
509 U

.S
.
a
t 321.

Id
.
a
t 614

R
o
v
n
er,

J.,
d
issen

tin
g
,
q
u
o
tin
g fro

m
 
Joh

n
son

,
117 F

.
S
u
p
p
.
2d a

t 896.

Id
.
a
t 615

R
o
v
n
er,

J.,
d
issen

tin
g
.

最
終
的
に
、
回
収
さ
れ
る
弁
護
士
費
用
は
、
八
八
、五
七
八
・
八
一
ド
ル
か
ら
四
五
、二
一
七
・
八
一
ド
ル
に
ま
で
減
額
さ
れ
た
。Jo

h
n
so
n
 
v
.
D
a
ley

,
98

C
-518

C
,
2003 U

.S
.
D
ist.

L
E
X
IS 24172

W
.D
.
W
is.

S
ep
.
30,

2003
.

W
a
lk
er v

.
B
a
in
,
65 F

.
S
u
p
p
.
2d 591,

E
.D
.
M
ich

.
1999

;
Jo
h
n
so
n v

.
D
a
ley

,
117 F

.
S
u
p
p
.
2d 889

W
.D
.
W
is.

2000
.

Jo
n
es
’E
l v
.
B
erg

e,
172 F

.
S
u
p
p
.
2d 1128

W
.D
.
W
is.

2001
.

M
a
d
rid v

.
G
o
m
ez,

N
o
.
C
V
-90

03094
T
E
H
.
N
.D
.
C
a
l.
1997

u
n
p
u
b
lish

ed o
p
in
io
n
;
H
a
d
ix v

.
Jo
h
n
so
n
,
45 F

.
S
u
p
p
.
2d 584

E
.D
.
M
ich

.

1999
.

五

結

論

本
稿
で

察
し
た
刑
務
所
訴
訟
改
革
法
を
め
ぐ
る
展
開
は
、
図
式
的
に
は
、
連
邦
議
会
と
、
連
邦
最
高
裁
や
連
邦
上
訴
裁
が
、
事
実

審
裁
判
官
の
も
つ
手
続
上
の
自
由
裁
量
を
制
約
す
る
と
い
う
構
図
で
理
解
で
き
る
。
党
派
的
な
立
法
過
程
の
中
で
、
限
ら
れ
た
審
理
し

か
経
ず
に
成
立
し
た
改
革
法
は
、
い
わ
ゆ
る
勝
ち
目
の
な
い
訴
訟
と
重
大
な
連
邦
憲
法
・
連
邦
法
上
の
権
利
侵
害
が
問
題
と
な
る
訴
訟
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と
を
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
扱
う
、
荒
っ
ぽ
い
立
法
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
曖
昧
か
つ
抽
象
的
な
文
言
の
解
釈
に
お
い
て
、
連
邦
最
高

裁
や
連
邦
上
訴
裁
は
、
立
法
目
的
を
広
く
汲
み
取
り
適
用
す
る
態
度
を
取
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
地
裁
や
一
部
の
連
邦
上
訴

裁
で
は
、
解
釈
論
上
可
能
な
限
り
で
、
事
実
審
裁
判
官
の
判
断
の
自
由
度
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
囚
人
の
権
利
の

問
題
は
、
囚
人
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
さ
ら
に
事
実
審
裁
判
所
に
よ
る
彼
ら
の
権
利
実
現
へ
の
関
与
の
問
題
へ
と
転
じ
て
い
た
。

下
級
審
に
お
け
る
改
革
法
の
解
釈
手
法
は
、
制
定
法
や
判
例
法
の
文
言
を
厳
格
に
解
釈
し
た
り
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
制
定
法

の
適
用
の
例
外
を
認
め
た
り
、
あ
る
い
は
立
法
府
の
判
断
の
合
理
性
を
推
定
す
る
合
憲
性
判
断
基
準
に
お
い
て
も
そ
の
非
合
理
性
を
丹

念
に
論
証
し
た
り
と
、
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
個
別
の
事
件
に
お
け
る
事
実
関
係
の
具
体
性
に
拠
っ
て
、
判
例
・
制
定

法
上
制
約
さ
れ
つ
つ
あ
る
重
大
な
価
値
の
確
保
を
図
る
一
貫
し
た
営
み
が
見
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
特
定
の
事
件
に
お
い
て
具
体
的
な

証
人
に
接
す
る
と
と
も
に
、
継
続
的
に
囚
人
の
提
起
す
る
訴
訟
に
接
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
事
実
審
裁
判
所
で
の
経
験
的
知
見
が
生

か
さ
れ
て
い
た
。
二
か
ら
四
で
引
用
し
た
下
級
審
判
決
の
中
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
項
の
解
釈
に
横
断
的
に
登
場
す
る
裁
判
所
や
裁

判
官
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
施
行
か
ら
一
〇
年
を
過
ぎ
て
も
改
革
法
の
解
釈
の
帰
趨
が
定
ま
ら
な
い
背
景
に
は
、
議
会
制
定
法
や

上
級
審
の
判
例
法
に
よ
る
規
範
形
成
と
、
そ
の
中
で
個
別
的
な
判
断
の
自
由
度
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
事
実
審
の
判
断
の
集
積
と
が
、

厳
し
く
対
峙
し
て
い
る
状
況
が
あ
っ
た
。

本
稿
で
の
観
察
の
前
提
に
あ
る
囚
人
に
よ
る
憲
法
訴
訟
な
い
し
刑
務
所
改
革
訴
訟
は
、
井
上
教
授
の
法
規
範
に
懐
疑
的
な
訴
訟
像
と

響
き
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
事
実
審
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て
は
、
裁
判
規
範
を
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
留
め
、
そ
の
中
で
事
件
の
個
別

性
に
合
わ
せ
た
判
断
と
、
創
造
的
な
救
済
が
模
索
さ
れ
る
。
そ
の
柔
軟
性
は
、
社
会
的
弱
者
、
こ
と
に
訴
訟
に
不
慣
れ
な
当
事
者
の
裁

判
へ
の
実
質
的
な
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
訴
訟
の
提
起
か
ら
救
済
に
至
る
ま
で
、

厳
格
な
実
体
的
・
手
続
的
要
件
を
課
し
、
上
訴
裁
判
所
の
管
轄
を
課
す
こ
と
が
、
こ
の
類
型
の
訴
訟
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
認
識

さ
れ
た
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
本
稿
の
観
察
か
ら
は
、
事
実
審
で
の
個
別
的
判
断
の
自
由
度
を
確
保
す
る
動
き
は
、
厳
密
な
法
解
釈
に
支
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
事
実
審
裁
判
所
の
権
限
、
手
続
的
自
由
裁
量
の
余
地
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
様
々
な
法
規
範
の
解
釈
論

上
の
争
い
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
法
解
釈
に
は
、
議
会
や
上
級
審
の
予
定
す
る
結
論
と
異
な
る
判
断
を
下
す
個
別
的
な
逸

脱
の
契
機
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
上
位
審
級
で
形
成
さ
れ
る
の
と
は
異
な
る
規
範
を
生
成
す
る
契
機
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
法

規
範
に
よ
り
個
別
の
訴
訟
で
の
判
断
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
権
力
に
対
し
、
個
別
の
事
件
に
お
け
る
判
断
に
際
し
て
重
要
な
価
値
の
実

現
を
確
保
す
べ
く
こ
れ
に
抗
す
る
権
力
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
観
察
し
た
法
解
釈
論
上
の
対
立
は
、
上
位
審
級
と
下
位

審
級
と
い
う
二
つ
の
権
力
の
間
の
判
断
領
域
の
確
定
の
問
題
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
判
決
を
通
じ
た
法
規
範
の
生
成
に
ま
で
懐
疑
的
な

井
上
教
授
の
裁
判
観
と
は
大
き
く
異
な
る
対
立
構
図
が
見
出
さ
れ
る
。

個
別
の
事
件
で
い
ず
れ
の
審
級
の
裁
判
所
が
終
局
的
判
断
の
権
限
を
も
つ
か
、
下
級
の
審
級
が
ど
こ
ま
で
柔
軟
な
手
続
的
判
断
を
下

す
余
地
を
有
す
る
か
は
、
問
題
と
な
る
実
体
的
権
利
の
実
現
の
可
能
性
・
深
度
と
不
可
避
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
和
解
で
さ
え
、
裁

判
の
当
事
者
間
の
力
関
係
に
影
響
力
を
与
え
、
裁
判
外
の
相
対
交
渉
と
は
大
き
く
異
な
る
結
論
を
導
き
う
る
。
本
稿
で
観
察
し
た
の

は
、
上
級
審
裁
判
所
と
下
級
審
裁
判
所
と
が
、
互
い
に
異
な
る
価
値
を
体
現
し
、
そ
れ
ぞ
れ
権
力
の
所
在
と
そ
こ
で
生
成
す
る
規
範
の

是
非
と
を
争
っ
て
対
峙
す
る
、
い
わ
ば
司
法
府
内
の
抑
制
と

衡
の
局
面
だ
っ
た
と
い
え
る
。

本
稿
で
観
察
し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
展
開
は
、
日
本
法
へ
直
ち
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
判
例
の
解
釈
手
法
、
裁
判
官

の
享
受
す
る
身
分
保
障
や
彼
ら
に
期
待
さ
れ
る
政
治
性
、
上
訴
制
度
の
構
造
に
つ
い
て
の
日
米
間
の
差
異
や
、
ア
メ
リ
カ
の
事
実
審
裁

判
官
の
持
つ
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
限
な
ど
、

慮
に
入
れ
る
べ
き
要
素
は
多
い
。
し
か
し
こ
の
観
察
は
、
日
本
の
法
や
法
制
度
に
つ
い

て

え
る
際
に
わ
れ
わ
れ
が
所
与
と
し
が
ち
な
前
提
を
見
直
し
、
そ
こ
で
問
わ
れ
ざ
る
疑
問
に
気
づ
く
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
本
稿
の
観
察
か
ら
私
の
引
き
出
し
た

上
位
の
審
級
と
下
位
の
審
級
が
規
範
の
生
成
を
巡
っ
て
対
抗
す
る
と
い
う
裁
判
像

は

判
決
を
通
じ
た
法
規
範
の
生
成
に
懐
疑
的
な
井
上
教
授
の
そ
れ
と
一
致
す
る
保
障
は
必
ず
し
も
な
い
。
し
か
し
、
井
上
教
授
の
諸
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論
稿
か
ら
伺
え
る
、
深
く
所
与
を
疑
う
大
胆
な
洞
察
力
に
、
私
は
少
し
で
も
近
づ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。
昨
年
四
月
か
ら
立
教

大
学
に
籍
を
お
き
な
が
ら
、
井
上
教
授
と
一
度
し
か
直
接
お
話
し
す
る
機
会
を
得
ず
、
突
っ
込
ん
だ
話
を
伺
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
つ

く
づ
く
憾
ま
れ
る
。
し
か
し
今
と
な
っ
て
は
、
先
生
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
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